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持続的な畜産物生産の在り方検討会の中間とりまとめ（案） 
 

Ⅰ．はじめに 

 
Ⅱ．基本的な考え方 

 １．課題 

２．課題解決に向けた戦略と具体的な取組 
 

Ⅲ．戦略に基づく具体的な取組の内容 

１．家畜改良・飼料給与・飼養管理・家畜衛生・防疫の取組 
（１）家畜改良 

① 現状の取組 

② 今後行うべき取組 
（２）飼料給与 

① 現状の取組 

② 今後行うべき取組 
（３）飼養管理 

① 現状の取組 

② 今後行うべき取組 
（４）家畜衛生・防疫 

① 現状の取組 

② 今後行うべき取組 
２．耕種農家のニーズにあった良質堆肥の生産や堆肥の広域流通・資源循環 

（１）現状の取組 

（２）今後行うべき取組 
３．国産飼料の生産・利用及び飼料の適切な調達の推進 

（１）現状の取組 

（２）今後行うべき取組 
４．有機畜産の取組  

（１）現状の取組 

（２）今後行うべき取組 
５．その他畜産物生産の持続性に関する取組事項 

（１）現状の取組 

（２）今後行うべき取組 

６．持続的畜産物生産のための生産者の努力・消費者への理解醸成 

（１）現状の取組 

（２）今後行うべき取組 
① 生産者の努力 

② 消費者の理解醸成 

 
Ⅳ．まとめ  
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持続的な畜産物生産の在り方検討会の中間とりまとめ（案） 

 

 

Ⅰ．はじめに 

農林水産省では、国内外の堅調な畜産物需要に応え、その生産・供給の

拡大を図るため、「総合的な TPP等関連政策大綱（令和２年 12月８日改訂）」

や「農業生産基盤強化プログラム（令和元年 12月策定）」、「酪農及び肉用

牛生産の近代化を図るための基本方針（令和２年３月策定）」などに基づき、

畜産振興のための各般の取組を推進しているところである。 

狭小・急峻で平野部が少ない国土条件の下、水田での稲作を主体とした

農業が営まれてきた我が国において、畜産の振興を図る上では、アジアモ

ンスーン地域の気候に適した家畜改良、飼料作物の品種改良やその能力を

発揮させるための飼養管理技術や飼料生産技術の改善が必要であるなど、

畜産主要地である欧米とは生産を取り巻く環境が異なる。 

また、近年の気候変動による影響もあり、毎年のように大規模な自然災

害が発生したり、高齢化及び規模拡大の進展に伴い、後継者不足や労働力

不足が顕在化するなど、新たな課題にも直面している。 

 

一方、世界人口が増加する中で人間活動による地球システムへの影響を

評価する方法の一つとして地球の限界（プラネタリー・バウンダリー）の

研究がある。この研究では９つの環境要素のうち、生物多様性、窒素・リ

ンについては不確実性を超えて高リスクの領域にあると分析され、地球環

境の悪化は今後ますます深刻となり、地球の生命維持システムは存続の危

機に瀕していることが指摘されている。これらを踏まえて国連総会で採択

された「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」の中で「持続可能な開

発目標（SDGs）」として、17 のゴールと 169 のターゲットが設定された。

このような中、EUでは持続可能な食料システムへの包括的なアプローチと

して 2020年５月に「Farm to Fork戦略」が策定され、我が国においても

「みどりの食料システム戦略」の策定に向けた検討が進められるなど、農

林水産分野における環境負荷軽減や持続的な食料システムの構築に向け

た動きが加速している。 
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特に、我が国全体の温室効果ガスの総排出量約 13億トン（CO2換算）の

うち、農林水産分野が占める割合は約４％となっている。このうち、農林

水産分野の内訳では、燃料燃焼由来の二酸化炭素が約 33％（日本全体に占

める割合は約 1.3％）、稲作由来のメタンが約 28％（同じく約 1.1％）、家

畜の消化管内発酵（反すう動物のげっぷ）由来のメタンが約 15％（同じく

約 0.6％）、家畜排せつ物由来のメタンや一酸化二窒素が約 12％（同じく約

0.5％）であり、農地の土壌由来の一酸化二窒素が約 11％（同じく約 0.4％）

となっている。畜産分野由来の温室効果ガスの排出量が農林水産分野に占

める割合は約３割、日本全体の排出量に占める割合は、約１％程度となっ

ている。 

 

元来、我が国の酪農・畜産は人が食用利用できない資源を食料に変え、

飼料、家畜、堆肥という循環型のサイクルを形成し、発展してきた。また、

食品残さや地域農業由来の産物も含む未利用資源の活用においても循環

型のサイクルを形成し、持続的な食料システムの構築の実現に貢献してい

る。 

さらに、耕種農業が困難な山間地・寒冷地等、条件不利な地域での草地

利用や林間放牧による土地利用、荒廃農地の有効活用、景観の維持、畜産

物の流通に当たって加工が必要なことから、関連産業の裾野が広く、地域

の雇用に繋がる産業であるといった観点から、農村地域の維持・活性化に

も貢献している。そして、都市近郊も含めた生産現場は女性や障害者の活

躍の場であることや、動物の飼養管理は子供たちの教育の場としても貢献

しており、これらのことから、酪農・畜産は地域に根ざした我が国におけ

る必須の産業であると言える。 

一方で、輸入飼料に過度に依存している我が国の畜産物生産の現状はグ

ローバルな窒素循環の観点から歪になっており、海外の需給動向に価格が

影響を受ける不安定さや自給率向上からも現状の生産方式から脱却し、飼

料生産基盤に立脚した足腰の強い畜産経営を育成していく必要がある。 

 

今後も安定的に国産畜産物の生産・供給拡大を図るためには、国際的な

潮流も踏まえた中で、畜産分野として地球温暖化対策をはじめとした、持
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続的な食料システムの構築に向けた取組を関係者に促すとともに、そのよ

うな取組を消費者に情報発信することにより、引き続き国産畜産物の国内

需要の増加への対応、輸出拡大やインバウンド需要の取り込みを図ってい

くことが重要である。このためには、生産現場で活用できる持続的な畜産

物生産に資する技術の開発が極めて重要である。 

本検討会では、持続的な畜産物生産に向けた各種課題に対応するための

戦略とそれに基づく具体的な取組を示し、持続的な畜産物生産の在り方と

してとりまとめる。 

 

Ⅱ．基本的な考え方 

 １．課題 

持続的な畜産物生産を図るうえで、考えられる課題は以下のとおり。 

〇 畜産に起因する環境負荷（地球温暖化、水質汚濁、悪臭等） 

〇 畜産経営の労働力不足（高齢化、規模拡大等） 

〇 輸入飼料への依存（価格変動、需給変動、気候変動や世界的な人口増

加による供給不安、窒素・リンの過多等） 

〇 生産現場の努力・消費者の理解（薬剤使用の低減や食品衛生、家畜衛

生、労働安全、人権の尊重及びアニマルウェルフェアといった項目を含

む畜産 GAP認証取得の取組等） 

 

２．課題解決に向けた戦略と具体的な取組 

畜産分野として地球温暖化対策をはじめとした持続的な畜産物生産に

向けた取組を関係者に促していくためには、具体的な取組を示した上で、

課題の解決に向け生産現場の知見や経験を活かしつつ、その普及・定着を

進めていくことが重要である。 

○ 環境負荷軽減及び家畜衛生・防疫の徹底に取り組む 

  具体的には、家畜改良による生産能力の向上、飼料給与、飼養管理の

改善による環境負荷軽減を推進するとともに、家畜衛生・防疫を徹底。 

〇 家畜の飼養管理等の省力化・精密化に取り組む 

具体的には、AI や ICT などを活用した機器の生産現場への導入促進、

利用拡大や生産データの収集とその分析結果の利用による飼養管理等
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の精密化を推進。 

〇 自給飼料生産や耕種農家との連携による資源循環に取り組む 

具体的には、良質堆肥の生産や堆肥の広域流通等を通じた、自給飼料

生産や耕種農家との連携による資源循環の推進。 

〇 飼料自給率の向上により輸入飼料に依存した構造からの転換に取り

組む 

具体的には、国産飼料の生産・利用及び飼料の適切な調達を推進。 

〇 生産現場の努力や消費者の理解醸成に取り組む 

具体的には、有機畜産、その他の畜産物生産における持続性に関する

取組（薬剤の使用低減や食品衛生、家畜衛生、労働安全や人権の尊重及

びアニマルウェルフェアといった項目を含む畜産 GAPの認証取得のため

の取組等）等を推進するとともに、持続的な畜産物生産のための生産者

の努力を促すとともに、消費者の理解醸成を推進。 

 

Ⅲ．戦略に基づく具体的な取組 

１．家畜改良・飼料給与・飼養管理・家畜衛生・防疫の取組 

（１）家畜改良 

① 現状の取組 

令和２年３月に新たな家畜改良増殖目標及び鶏の家畜改良増殖目

標を策定し、各畜種における 10 年後の家畜改良に関する基本方針を

定めた。 

乳用牛については、泌乳形質とともに、強健性に関わる体型形質や

繁殖性などの生涯生産性の向上を推進している。 

肉用牛については、日齢枝肉重量や歩留まりなどの産肉能力のほか、

繁殖性や飼料利用性の向上とともに、不飽和脂肪酸（オレイン酸等）

など食味に着目した形質の改良を推進している。さらに、和牛は我が

国固有の肉専用種であることから、その持続的な生産を維持していく

ため、遺伝的多様性を確保し、近交係数の抑制を図ることとしている。 

豚については、繁殖性や増体性、脂肪交雑などの肉質の改良を推進

している。 

採卵鶏については卵質の改良、肉用鶏については、増体性や育成率
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の向上を推進している。 

② 今後行うべき取組 

家畜改良増殖目標等の達成に向けた取組を推進することが畜産物

の単位生産量当たりの環境負荷軽減の実現にも資することについて

生産者等の理解を得ることが重要である。 

このため、 

○ 生産段階では、 

 家畜改良増殖目標等に掲げられた泌乳量や増体性などの畜産物

の生産の効率化や畜産経営の収益確保に繋がる形質の改良を進め

ることが、結果として畜産物の単位生産量当たりの環境負荷軽減に

も資することについて、生産者等の理解を得るとともに、関連デー

タを活用することにより、家畜改良関係者（都道府県、民間種畜飼

養者等）等と連携しながら効率的に家畜改良を推進する。 

 特に我が国固有の遺伝資源である和牛においては、持続的に家畜

改良を進めていくことができるよう、遺伝的多様性を確保しつつ、

近交係数の抑制に向けた取組や知的財産としての価値の保護の取

組を推進する。 

○ 研究段階では、生産効率に影響のない形で、飼料給与・飼養管理

や排せつ物処理に伴うメタン排出量を削減できる技術等の開発や

慢性疾病対策等としての高い耐病性を有する家畜への改良を推進

する。 

 

（２）飼料給与 

① 現状の取組 

畜産分野から排出される温室効果ガスとして、牛の消化管内発酵由

来のメタンがあげられ、その排出削減に資する脂肪酸カルシウムの給

与についてコストアップや牛の養分要求量、畜産物への影響等に配慮

しながら、その普及に取り組んでいる。 

また、家畜排せつ物由来の一酸化二窒素については、平成 10年から

アミノ酸バランスを調整した飼料の豚への給与試験が実施される等、

豚の排せつ物からの一酸化二窒素やリン※の排出を抑える取組が行
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われている。平成 25 年には環境負荷低減型配合飼料の公定規格が設

けられた。（※ リンの排出抑制により湖沼等の富栄養化が抑制され

る。） 

② 今後行うべき取組 

アミノ酸バランス飼料の実証試験では、生産性への影響はないとい

う結果が示されているほか、生産者の生産コストを上昇させることな

く地球温暖化対策にも資するなどメリットもあることから、それらに

ついて生産者等の理解を促進することが必要である。 

また、現在の温室効果ガス削減に有効な飼料は、いずれも、その給

与のみでの温室効果ガスの排出抑制効果が高いとまでは言えないこ

とから、より効果の高い飼料の開発や肥育牛の飼料給与期間の適正化

が必要である。 

このため、 

○ 生産段階では、 

・ 牛の脂肪酸カルシウムや豚のアミノ酸バランス飼料など温室効

果ガス削減飼料の利用拡大 

・ 最も飼料給与効率が高まるような牛の肥育期間の適正化 

○ 研究段階では、牛の消化管内発酵由来のメタン削減のため、新た

な物質の探索やその効果の検証、アミノ酸バランス改善飼料の牛と

鶏への適用技術の開発 

等に取り組んでいくことが必要である。 

 

（３）飼養管理 

① 現状の取組 

家畜の飼養管理技術の高位平準化や省力化を図るため、キャトルス

テーション等の預託施設を始めとする外部支援組織の活用や分娩監

視装置や自動給餌機、搾乳ロボットなどによる省力化・生産性向上に

つながる飼養管理技術の導入を進めている。 

放牧については、その開始に必要な周辺住民の理解醸成、放牧事故

を低減するための放牧経験牛の確保、電気牧柵等の条件整備、放牧技

術の導入や生産性の高い草地への転換等を進めており、民間において
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も放牧に係る認証制度として、放牧畜産基準認証制度が設けられてい

る。 

また、アジアモンスーン地域にある我が国では、近年の地球温暖化

に伴う暑熱の影響が欧州の中部以北より大きくなっていることから、

畜舎内の扇風機などの導入が急速に進んでおり、更に高度に自動化さ

れた畜舎システムの実証も行われている。 

② 今後行うべき取組 

AIや ICTを活用した技術は、情報通信技術が飛躍的に発展している

ことから、個体ごとの適合性や改良も踏まえながら、今後更に高度化・

多様化していくことが見込まれる。 

牛の消化管内発酵によるメタン排出は、第一胃内の嫌気性微生物の

働きが原因であるため、現在進められているセンサー技術の開発によ

り、第一胃内の環境の制御によるメタン排出削減のための飼料給与に

関する研究が進められている。 

また、放牧は、給餌や排せつ物処理等にかかる省力化や、草地・堆

肥・牛の自然な循環サイクルの形成に繋がる技術であり、ICT 等の活

用により、更に省力的かつ環境負荷の低い飼養形態に改善されること

が期待される。 

このため、 

○ 生産段階では、 

・ ICT 等を活用した機器導入や周年や耕作放棄地の活用を含めた

放牧の一層の推進、 

・ 牛の生産関連情報を一元的に集約する全国データベース（畜産

クラウド）の充実・強化とビッグデータに基づく高度・総合的な

畜産経営の改善に向けたアドバイスシステムの構築・普及 

○ 研究段階では、 

・ AIによる事故率の低減、疾病予測、繁殖管理の高度化等のより

高度な飼養管理技術の開発 

・ 牛の第一胃内の環境の制御技術の開発 

・ ICT 等による放牧管理システム等による省力的な放牧の技術開

発 
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等に取り組んでいくことが必要である。 

 また、これらの実現のためには、畜産農家が多い農村地域における

情報インフラの充実や、農業用機械や輸送機械の電化・水素化の普及

に向けた充電インフラ等の設備の整備も必要である。 

 

（４）家畜衛生・防疫 

① 現状の取組 

家畜の伝染性疾病の発生予防及びまん延防止のために重要となる

生産現場における飼養衛生管理基準の遵守徹底に向けた取組を推進

している。 

さらに、人や物を介したアフリカ豚熱等の伝染性疾病の我が国への

侵入を防止するため、入国者への質問・検査、検疫探知犬の探知業務、

制度の周知・広報活動の実施等、水際での防疫措置の徹底を図ってい

る。 

② 今後の取組 

国内における豚熱や高病原性鳥インフルエンザの発生事例におけ

る疫学調査結果及び防疫措置を踏まえると、家畜の伝染性疾病の発生

予防のための飼養衛生管理基準の遵守徹底及び発生時の速やかな防

疫措置体制の確保が重要である。 

また、家畜の伝染性疾病に対するワクチンについては、家畜防疫及

び生産性の観点から重要であり、引き続き開発に取り組む必要がある。 

このため、 

○ 生産段階では、 

・ 都道府県の飼養衛生管理指導計画に基づく計画的な指導による

飼養衛生管理基準の遵守徹底 

・ 疾病発生時における速やかな防疫措置のための都道府県におけ

る防疫体制の整備及び農場における埋却地等の確実な確保 

・ 種畜等の遺伝資源の保存・リスク分散 

○ 研究段階では、 

・ 疾病の早期発見に資する新たな診断法等の開発 

・ 多機能で省力型の革新的ワクチンの開発 
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等に取り組んで行くことが必要である。 

 

２．耕種農家のニーズにあった良質堆肥の生産や堆肥の広域流通・資源循環 

（１）現状の取組 

家畜排せつ物の発生量は都道府県間で大きな差があり、畜産由来の堆

肥の供給量に過剰感がある地域と不足している地域が併存する。このた

め、畜産農家と耕種農家や肥料メーカー等が連携して、堆肥の広域流通

に資する高品質化やペレット化等に必要な施設・機械の導入、堆肥の成

分分析等を実施する取組を推進している。また家畜排せつ物処理施設の

経年劣化に対応するため、その長寿命化に向けた取組等を推進している。

この他にも、畜産環境対策に関する技術研修により、畜産環境対策の推

進を担う人材の育成も図っている。 

加えて、耕種農家の土づくりを促進する上で堆肥の適切な利用が不可

欠である中、肥料の品質の確保等に関する法律（昭和 25年法律第 127号）

の改正により、堆肥と化学肥料の混合に関する規制が緩和され、堆肥の

高付加価値化や広域流通の余地が拡大している。 

このほか、東南アジアの農業国等での堆肥のニーズもあることから、

堆肥の国内での広域流通だけではなく、海外輸出に向けた取組も見られ

る。 

 

（２）今後行うべき取組 

我が国の人口減少が進む中、地域内の農業従事者や耕地面積が減少す

る可能性もあることから、堆肥については経営内及び地域内利用を基本

としつつもこれまで以上に広域流通を進めることが重要である。このほ

か、堆肥の流通・販売の拠点としての役割を堆肥センターが担うことも

含め、流通体制の検討も必要であるが、その際は畜産農家が堆肥センタ

ーに家畜排せつ物の処理の責任を全面的に押し付けるのではなく、自ら

も堆肥センターの運営に関わっているという意識を強く持つことが重

要である。 

また、地球温暖化対策として、家畜排せつ物の処理過程における、メ

タン及び一酸化二窒素の排出削減に取り組むことが必要である。 
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このため、堆肥の高品質化やペレット化の推進を通じて、好気発酵に

よる良質堆肥の生産を通じた温室効果ガスの排出削減や悪臭低減、耕種

農家の堆肥利用による化学肥料の使用量削減などの環境負荷軽減の取

組を進めることが重要である。 

加えて、我が国の畜産は輸入飼料に依存していることを踏まえると、

輸入飼料への過度な依存から脱却するとともに、堆肥の輸出により世界

的な資源循環に向けた取組を進めるための検討も必要である。 

このため、 

○ 生産段階では、 

 ・ 好気発酵を促進させる水分調整や切り返しなどの適切な実施 

・ 家畜排せつ物由来のメタン排出の削減のための強制発酵施設・機

械等の導入 

・ 耕種農家のニーズを踏まえた高品質堆肥の生産の一層の推進 

・ 堆肥センターの機能向上や活用の推進 

・ 畜産農家が少ない地域を含めた堆肥散布に係るコントラクターの

効率的活用 

・ ペレット化の普及やロールベーラーを用いた梱包技術など、堆肥

の保管や広域流通に資する技術の普及 

・ 堆肥の輸出拡大に向けた課題の検討 

・ 家畜排せつ物処理施設に係る投資抑制のために長寿命化をより一

層推進 

○ 研究段階では、 

・ ICT 等を活用した家畜排せつ物処理の省力化・高度化と施設・機

械の低コスト化、温室効果ガス排出量の削減 

・ 水分量や繊維質が多くペレット化の事例が少ない牛糞堆肥のペレ

ット化技術の開発や堆肥の広域循環システムの構築 

等に取り組むことが必要である。 

このほか、畜産関連産業における資源循環の取組として、食肉生産の

段階で発生する畜産副産物のリサイクルを進めるため、肥料としての利

用拡大の取組を推進することも必要である。 
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３．国産飼料の生産・利用及び飼料の適切な調達の推進 

（１）現状の取組 

飼料生産基盤に立脚した足腰の強い畜産経営を育成するため、効率的

な飼料生産を推進するための草地基盤整備、収穫適期の異なる複数草種

の導入等により気象リスクを分散し安定的な生産の推進、難防除雑草の

駆除技術の実証による良質粗飼料の増産・供給、コントラクターや TMR

センターといった飼料生産組織の活用による省力化、飼料生産組織の作

業効率化や運営強化等を推進している。 

特に、台風や長雨などによる被害が大規模化するなどの気象によるリ

スクの高まりや、栽培条件が欧州と比べてより高温多湿になるなど、地

球温暖化の影響が顕在化している。 

また、水田フル活用の中で、飼料用米・稲 WCS・飼料作物の作付けも

推進しており、近年は特に子実用とうもろこしの作付けの実証を進める

など、国産濃厚飼料の生産を推進している。 

エコフィードは、飼料コストの低減及び飼料自給率向上に資する取組

として重要であり、地域の未利用資源を飼料として活用したエコフィー

ドの生産・利用等を推進している。 

さらに、放牧は省力化だけでなく、飼料コスト低減、燃料や電力等の

エネルギー節減の観点からも重要であるため、放牧に必要な電気牧柵等

の整備、放牧技術の導入や生産性の高い草地への転換等の支援により、

放牧の取組を推進している。 

このほか、農業者が自らの努力のみでは対応できない「良質かつ低廉

な農業資材の供給」等を図るため、「農業競争力強化支援法」等に基づき、

配合飼料製造業を含む農業資材事業者の事業再編の促進や、取引条件の

見える化、銘柄集約等の取組を推進している。 

 

（２）今後行うべき取組 

世界的な気候変動に伴う飼料生産の不安定化や人口増加に伴う穀物

需要の高まりを見据え、輸入飼料に過度に依存している我が国の畜産物

生産の現状から脱却し、飼料の国際価格動向に左右されない国内の飼料

生産基盤に立脚した足腰の強い生産に、地球温暖化にも対応しつつ、地
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域の飼料生産基盤の状況も踏まえながら転換していくことが重要であ

る。 

また、欧米のような広大な飼料畑で飼料生産ができる地域に比べ、我

が国のような比較的小区画の湿害リスクの高い水田が多い地域では、作

付する飼料作物の種類や作付時期が大きく異なるため、気象リスクも考

慮して地域毎の気候風土に合わせた生産を検討することが必要である。 

さらに、サイレージ製造の際に用いられるラップフィルムについては、

廃プラスチックを削減するため、生分解性資材に転換していくことが重

要であるが、分解性と耐久性を両立した製品がない。 

放牧の実施に当たっては、円滑な土地利用調整の解決が必要であると

ともに、ICT 等の活用においては中山間地の放牧地の地形の影響による

電波不通などに対応するためのインフラ整備も必要となる。 

また、中山間地域等において、生産者が減少し遊休化又は遊休化が見

込まれる農地について、地域内での継承を検討することも必要である。 

このため、 

○ 生産・流通段階では、 

・ 水田の汎用化の推進による青刈り飼料作物等生産の加速化 

・ 優良品種の利用による飼料生産の加速化 

・ 条件不利な農地等における飼料生産や放牧の推進 

・ 食品及び農場残さ等の飼料化可能な未利用資源の発掘、マッチン      

グ体制の構築・エコフィード利用畜産物の普及等によるエコフィー         

ドの生産利用の推進 

・ 子実用とうもろこしなどの国産濃厚飼料生産の拡大 

・ 自給飼料の確保に取り組む生産者・飼料生産組織への助成や支援

の集中 

・ 飼料の適切な調達の更なる推進 

○ 研究段階では、 

・ 耐暑性、耐湿性等に優れた品種の開発 

・ 低コスト化や多収性の向上に向けた子実用とうもろこしの品種開

発や作付時期などの栽培技術・乾燥などの貯蔵保管技術の開発 

・ 飼料作物を取り入れた地域輪作体系の確立、放牧主体の飼養で放
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牧ができない期間分の越冬用粗飼料生産のみを行う粗放的な肉用

繁殖経営の普及拡大 

・ 新たなタンパク資源（昆虫、藻類等）の利活用技術の開発 

・ ビッグデータ・AIを活用した既存草種の混播・品種選定技術の普

及 

・ 耐久性に優れた生分解性サイレージ用ラップフィルムの開発 

・ AI、ICT、ロボティクス等の技術を活用した、飼料生産作業に係る

労働負担の軽減、飼料流通の合理化 

・ 情報インフラの整備と関連機器の低コスト化 

等に取り組むことが必要である。 

このほか、畜産関連産業における資源循環の取組として、食肉生産の

段階で発生する畜産副産物のリサイクルを進めるため、飼料としての利

用拡大の取組を推進することも必要である。 

 

４．有機畜産の取組  

（１）現状の取組 

畜産における有機農業の取組として、有機畜産物 JASによる認証が行

われているが、18事業者、19事例と限定的な取組となっている。 

生産面では、有機畜産に親和性の高い放牧に着目した放牧型畜産を推

進している。 

また、慣行法よりも価格が高くなることから、消費者の理解が必要で

あり、理解醸成に向けた取組を推進している。 

 

（２）今後行うべき取組 

生産面については、家畜又は家きんの屋外での飼養管理が求められる

ことによる家畜防疫に配慮した飼養管理や、農薬等を用いないことによ

る病害虫の発生に配慮した飼料生産が必要になること等の制約が多い

ことなどから、多くの農家が大規模に取り組むことは難しい面もある。 

しかしながら、土地生産性を落としても労働・資本生産性を上げる管

理技術が確立されれば、自然循環機能を大きく増進し、環境負荷を軽減

する取組であり、また、我が国における有機食品の市場規模は伸びてい
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ることから、消費者ニーズに対応し、今後の関連技術の開発・普及によ

り、畜産物でも拡大が期待される。 

また、有機畜産物の供給に当たっては、生産者段階だけでなく、加工・

流通段階での取組も必要であり、市場規模を勘案しつつ、協力する加工・

流通業者と連携していくことが重要である。 

このため、 

○ 生産・消費段階では、 

・ 国産有機サポーターズとの連携による有機農産物の PR や消費者

理解醸成のための取組の推進 

・ 有機飼料生産の推進、加工・流通業者とのマッチング 

○ 研究段階では、 

・ 我が国における低投入粗放型有機生産体系の確立 

・ 有機畜産物の生産に向けた家畜の能力・適正の把握 

・ アジアモンスーン気候の中で化学農薬が使えない有機飼料生産に

適した飼料作物の品種、栽培方法の開発 

・ AI等を活用した精緻な病害虫発生予察の確立 

・ 除草ロボット等の開発による雑草防除の省力化 

・ 超音波や振動を利用した害虫防除の技術開発 

等に取り組むことが必要である。 

 

５．その他畜産物生産の持続性に関する事項 

（１）現状の取組 

食品衛生については、令和２年６月から HACCPに沿った衛生管理が制

度化された。また、家畜を飼養するに当たって適切な衛生管理を行うこ

とは、家畜の伝染性疾病の発生予防・まん延防止だけでなく、畜産物の

安全確保の観点からも重要である。畜産農場における衛生管理をより向

上させるために危害要因分析・必須管理点(HACCP)の考え方を取り入れ

た飼養衛生管理（農場 HACCP）を推進している。 

薬剤耐性については、薬剤耐性対策アクションプランに基づいた抗菌

剤の使用量や薬剤耐性菌の出現状況の監視、人医療上重要な抗菌剤の動

物への使用抑制等が行われている。 
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労働安全・人権の尊重については、農作業時の安全確認等に関する注

意喚起や、特定技能による外国人の雇用や外国人技能実習制度を活用す

る際に配慮が必要な事項のパンフレットや通知による案内や指導を行

っている。 

アニマルウェルフェアについては、「アニマルウェルフェアに配慮し

た家畜の飼養管理の基本的な考え方」（令和元年３月 16日畜産振興課長

通知）を発出する等により、アニマルウェルフェアに配慮した飼養管理

を広く普及・定着させるための取組を行っている。 

食品安全、家畜衛生、環境保全、労働安全、人権の尊重、アニマルウ

ェルフェアといった生産者が遵守すべき持続的な畜産物生産の取組を

見える化する仕組みとして、民間機関の認証による畜産 GAP認証の取組

を推進している。 

女性の活躍については、全国畜産縦断いきいきネットワークや農業女

子プロジェクト等での女性を中心とした交流イベントが行われている。

また、加工販売施設の運営などにより、女性の雇用にも貢献している。 

 

（２）今後行うべき取組 

これらの項目は、環境負荷軽減や資源循環に取り組むことに加え、持

続的に畜産経営を営んでいく上で重要な要素であり、併せて取り組むこ

とが必要である。 

このため、 

○ 生産段階では、 

・ 畜産物の輸出拡大を見据えた米国、EU並みの衛生水準の確保に向

けた取組の推進 

・ 農場 HACCP導入の推進 

・ 薬剤耐性対策の普及啓発 

・ 食品安全、家畜衛生、環境保全、労働安全、人権の尊重、アニマ

ルウェルフェアといった項目を含む畜産 GAP認証取得の推進 

・ 生産者が自ら行う勉強会、コミュニティの場の形成やセミナーな

どについて、対面での開催だけでなく、仮想空間での開催を推進 

・ 女性の一層の活躍を進めるため、パートタイムでの雇用など、能
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力や条件に応じた活躍が可能となるような働きやすい環境整備の

促進 

○ 研究段階では、 

・ 農場ごとに抗菌剤の使用量を正確に把握し、獣医師等への投薬指

導による抗菌剤の慎重な使用を徹底させるシステムの構築 

・ 迅速かつ的確な診断手法の開発など抗菌剤に頼らない畜産生産技

術の推進 

・ 我が国の気候風土を踏まえたアニマルウェルフェアに配慮した飼

育管理技術の開発 

等に取り組むことが必要である。 

 

６．持続的な畜産物生産のための生産者の努力・消費者への理解醸成 

（１）現状の取組 

環境負荷軽減、資源循環等に資する生産方式による畜産物を認証し、

取組を見える化する制度として、有機畜産物 JAS、放牧畜産物基準認証、

エコフィード利用畜産物認証、畜産 GAP認証があり、これらの認証取得

を推進している。また、ふれあい牧場や酪農教育ファームのように生産

現場や畜産物への理解醸成の取組が行われている。 

 

（２）今後行うべき取組 

① 生産者の努力 

酪農・畜産業は、国民生活に必要不可欠な食料を供給する機能を有

するという重要な社会的意義を有しているが、SDGsの達成に向けた社

会的要請に応えるため、気候変動などの環境負荷に対して、酪農・畜

産業が取り組んでいることを示していくことも重要となる。 

このため、まず、こうした背景について、生産者にわかりやすく伝

えていくことが必要である。 

その上で、生産者は、行政や関係機関と一体となって１から５に掲

げた具体的の取組を実践するとともに、消費者に対して、我が国で酪

農・畜産業を行うことの意義（※）や環境負荷軽減に向けた畜産経営

における取組や食品安全、家畜衛生、環境保全、労働安全、人権の尊
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重及びアニマルウェルフェアといった項目を含む畜産 GAP認証への取

組等により持続性に配慮しながら畜産物を生産していることを伝え

ていくことが必要である。 

その際、生産者の取組を見える化することは重要であり、各種の認

証取得を引き続き推進していく。 

 

【※我が国で酪農・畜産業を行うことの意義】 

我が国の畜産業は家畜改良による単位当たりの生産性向上と規模

拡大による生産量増大により、規模拡大した農家が経営離脱した小規

模農家の生産減少分を補いながら安定的に発展し、人が食用利用でき

ない資源を飼料作物として利用してきた。 

このように酪農・畜産は人が食用利用できない資源を食料に変えて

おり、飼料、家畜、堆肥という循環型のサイクルにより成立している。

また、食品残さ等を利用した安全の確保されたエコフィードによる再

生利用率の向上、地域農業由来の産物も含む未利用資源の活用におい

ても循環型のサイクルにより成立していることから、持続可能な農業

の実現に貢献している。さらに、耕種農業が困難な山間地・寒冷地等、

条件不利な地域での草地利用や林間放牧による土地利用、荒廃農地の

有効活用、景観の維持、畜産物の流通に当たって加工が必要なことか

ら、関連産業の裾野が広く、地域の雇用に繋がる産業であるといった

観点から、農村地域の維持・活性化にも貢献している。また、畜産農

場では、畜産物の安全確保の観点から、HACCP の考え方をとり入れた

衛生管理手法の生産段階への導入に取り組むなど、安全な畜産物を国

民に供給してきた。そして、都市近郊も含めた生産現場は女性や障害

者の活躍の場であることや、動物の飼養管理は子供たちの教育の場と

しても貢献しており、これらのことから、我が国における必須の産業

であると言える。 

② 消費者の理解醸成 

消費者に対しては、生産者に環境負荷軽減に向けた取組を求める際

には、生産性との両立に配慮しながら、徐々に取組を進めるべきであ

ること、また、有機畜産を始めとする環境負荷軽減の取組には、それ
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に伴うコストの負担、すなわち生産物への価格転嫁が必要となるとい

うことに理解を得ていくことが必要である。 

また、特に牛肉生産は環境負荷が大きいことから生産を縮小する必

要があるという指摘もあるが、人が食用利用できない草資源から良質

なタンパク質を得る生産手段であり、環境負荷に与える影響に配慮し

た生産が推進されるよう、我が国の気候風土や食習慣、飼養規模も踏

まえた対策を検討することが重要である。 

アニマルウェルフェアについては、放牧や放し飼い等の施設の構造

や設備の状況を重視して取り組むべきという意見もあることから、科

学的知見に基づいた家畜の快適性に配慮した飼養管理を推進してい

くことが重要である。 

 

Ⅳ．まとめ 

〇 生産性向上と環境への配慮を両立していくことが持続的な畜産物生産

のためには必要である。 

〇 生産段階の取組について、関係者一体となった取組を推進するためには、

補助金・融資・税制等による施策誘導や、研究開発された技術や生産体系

の社会実装を支援していくことが必要である。 

〇 革新的な技術開発によるブレイクスルーがあれば今抱えている課題の

解決の糸口となりえる。このため、研究段階の取組について、より一層加

速し、地球温暖化等に効果のある技術開発を一刻も早く実現することが必

要であることから、みどりの食料システム戦略にも盛り込みながら推進し

ていく。 

〇 我が国における畜産の意義については、食料システムサミット等の国際

会議の場でも発信していく。 

〇 こうした取組について、生産者と問題意識を共有し、生産者自らが取り

組んでいくという意識改革を行い、地域に応じた取組を行っていくことが

重要である。 

○ また、自らの農場が SDGsにどう取り組んで行くかを考えるためには、経

営者としての人材育成に取り組むことも重要である。 

○ 畜産物生産を持続的に行うためには、生産者の取組や酪農・畜産の意義
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について、消費者の理解を得ることも重要である。 

（以上） 



持続的な畜産生産の在り方の検討について

農林水産省生産局畜産部
令和３年１月18日

参考資料
１－１

第１回検討会資料



SDGｓと環境をめぐる課題と海外の動き

⚫ 地球の変化に関する各項目について、人間が安全に活動できる範囲内にとどまれば、人間社会は発展し繁栄できる
が、境界を越えることがあれば、人間が依存する自然資源に対して回復不可能な変化が引き起こされる。

⚫ ９つの環境要素のうち、種の絶滅と窒素・リンの循環については、不確実性の領域を超えて高リスクの領域にあり、
また、気候変動と土地利用変化については、リスクが増大する不確実性の領域に達している。

【地球の限界（プラネタリー・バウンダリー）】

出典:Stockholm Resilience Centre 
(illustrated by Johan Rockstorm and 
Pavan Sukhdev, 2016)に環境省が加筆
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SDGｓと環境をめぐる課題と海外の動き

⚫ SDGｓの17のゴールを階層化したとき、自然資本※は他のゴールの土台となる。自然資本から生み出される様々な
ものを活かすことで、私たちの社会は成り立っており、自然資本を持続可能なものとしなければ、他のゴールの達
成は望めない。

※自然資本（ナチュラルキャピタル）：自然環境を国民の生活や企業の経営基盤を支える重要な資本の一つとして捉
える考え方。森林、土壌、水、大気、生物資源など、自然によって形成される資本のこと。

【自然資本とSDGｓ（持続可能な開発目標）】

Social Capital  
社会資本

パートナーシップ

経済

社会

⽣物圏
Natural Capital

⾃然資本

出典:Stockholm Resilience Centre (illustrated by Johan Rockstorm and Pavan Sukhdev, 2016)に加筆

２



SDGｓと環境をめぐる課題と海外の動き

⚫ 各国・地域が、食と生物多様性に関わる戦略を策定。EU,米国では具体的な数値目標を提示。

【各国の環境政策】

EU

「ファーム to フォーク(農場から食卓まで)戦略」

欧州委員会は、2020年５月に本戦略を公表し、欧州

の持続的な食料システムへの包括的なアプローチを

示している。

今後、二国間貿易協定にサステナブル条項を入れ

る等、国際交渉を通じてEUフードシステムをグローバ

ル・スタンダードとすることを目指している。

・次の数値目標（目標年:2030年）を設定。

•農薬の使用及びリスクの50%削減

•一人当たりの食品廃棄物を50%削減

•肥料の使用を少なくとも20%削減

•家畜及び養殖に使用される抗菌剤販売の50%削減

•有機農業に利用される農地を少なくとも25%に到達

等

米国（農務省）

「農業イノベーションアジェンダ」

米国農務省は、2020年２月にアジェンダを公表し、

2050年までの農業生産量の40%増加と環境フットプリ

ント50%削減の同時達成を目標に掲げた。さらに技術

開発を主軸に以下の目標を設定。

•2030年までに食品ロスと食品廃棄物を50%削減

•2050年までに土壌健全性と農業における炭素貯留

を強化し、農業部門のカーボンフットプリントを純減

•2050年までに水への栄養流出を30%削減

等

バイデン米国次期大統領のマニフェスト（農業と環境部分）

民主党の次期大統領のバイデン氏のマニフェストには、
米国のパリ協定への再加入のほか、農家のために機能する
貿易政策の追求等と並行して、地域の食料システムの開発
促進とバイオ燃料により排出量ゼロを達成するため、農家と
連携し、農家の新たな収入源とする旨が書かれている。

３



⚫ 畜産物の需要は堅調に推移。全国的には生産基盤の縮小に歯止めがかかりつつあるものの、需要の伸びに国内生産
だけでは対応できない状況。このため、生産基盤を強化するため、肉用牛・酪農の増頭・増産に取り組んでいると
ころ。

畜産物の国内生産を巡る状況

【国内外での畜産物需要】

500

600

700

800

1,000

1,500

2,000

2,500

乳用牛・肉用繁殖雌牛の飼養頭数

乳用牛
繁殖雌牛

千頭

生乳・牛肉の供給量

４



⚫ 世界のGHG排出量は、490億トン（CO２換算）であり、このうち、農業・林業・その他土地利用の排出は世界の排
出全体の1/4。（2010年）

⚫ 日本の排出量は12.4億トンであり、このうち、農林水産分野は5,001万トンと全排出量の4%。（2018年度）
⚫ 畜産業からは、主に家畜排せつ物管理に由来するCH4（メタン）及びN20（一酸化二窒素）、消化管内発酵に由来す

るCH4といったGHGを排出。我が国では、GHG総排出量の約１％（農林水産分野の約1/3）が畜産業由来である。

畜産物の国内生産を巡る状況

【我が国におけるの農林水産分野の温室効果ガス（GHG）の排出】

○ 我が国の農林水産分野のＧＨＧ排出量（2018年度）
（CO2換算）

○ 世界の経済部門別のGHG排出量（2010年）
（CO2換算）

2018年度
総排出量
5,001万t-CO₂

二酸化炭素
1,717万t-CO₂
（34%）

一酸化二窒素
932万t-CO₂
（19%）

メタン
2,335万t-CO₂
（47%）

家畜排せつ物
管理由来N2O

392万t-CO₂

（８％）

家畜排せつ物
管理由来CH4

232万t-CO₂

（５％）

家畜消化管内
発酵由来CH4

747万t-CO₂

（15％）

稲作由来メタン
1,356万t-CO₂

（27%）

燃料燃焼由来
二酸化炭素

1,668万t-CO₂

（33%）

石灰・尿素施用由来
二酸化炭素
49万t-CO₂

（１%）

農地の土壌由来
一酸化二窒素
541万t-CO₂

（11%）農業･林業･
その他の土地利用

(AFOLU)24%

出典：IPCC AR5 第3作業部会報告書 図 SPM.2

＊温室効果は、CO2に比べメタンで25倍、N2Oでは298倍。
データ出典：温室効果ガスインベントリオフィス（GIO） ５



⚫ 畜産を中心とした資源循環の環が適切に回らないと、水質汚濁、悪臭、地球温暖化等の環境負荷の増大の原因にな
り得る。

⚫ 家畜排せつ物を適切に堆肥化し、これを自給飼料生産を始めとした農畜産物の生産のために農地還元することなど
が資源循環のためには重要である。また、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出削減に関しては、既存の技
術の効果を検証し、生産現場に実装する他、更なる排出削減を可能とする技術の開発が求められている。

畜産物の国内生産を巡る状況

【畜産のもたらす環境負荷】

有機物、窒素、リン、
病原性微生物等

メタン、一酸化二窒素、
アンモニア

アンモニア、低級脂肪酸等
悪臭問題

水質汚濁

地球温暖化環境負荷

飼料作物への
窒素固定

６

パン屑 規格外農産物売れ残り弁当



畜産物の国内生産を巡る状況

７
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我が国の畜産物生産の特徴

【国土に占める農用地面積】

(万ha)
(%)

農用地割合

非農用地割合

⚫ 我が国の国土面積は3,780万haであり、欧州諸国と比較すると少なくはないが、農用地割合は低い。
⚫ 我が国の農用地では永年採草地はほとんどみられないが、EU全体、米国では国土面積の約３割を占めている。

日本の状況
国土面積:3,780万ha
農用地面積:444万ha

90000

○ 各国の国土と農用地面積 ○ 各国の国土に占める農用地面積の割合

永年採草地

出典：FAO資料 ８



我が国の畜産物生産の特徴

【家畜の飼養頭数】

⚫ 牛（乳用、肉用いずれも含む）の飼養頭数は、我が国は横ばいにあり、米国は増加傾向。EUでは減少傾向。
⚫ 豚の飼養頭数は、我が国はやや減少傾向にあり、米国は増加傾向、EUはほぼ横ばい。

平成
27年

28年 29年 30年 31年

日本 3,860 3,824 3,822 3,842 3,835

米国 89,800 91,918 93,585 94,298 94,805

EU 89,119 89,504 88,797 87,450 86,598

デンマーク 1,566 1,554 1,558 1,530 1,500

ドイツ 12,635 12,467 12,281 11,949 11,640

スペイン 6,183 6,318 6,466 6,511 6,600

フランス 19,387 19,373 18,954 18,613 18,151

イタリア 6,156 6,315 6,350 6,311 6,377

オランダ 4,315 4,294 4,030 3,690 3,721

平成
27年

28年 29年 30年 31年

日本 - 9,313 9,346 9,189 9,156

米国 68,919 71,525 73,695 74,915 77,629

EU 148,716 147,188 150,257 148,167 147,848

デンマーク 12,702 12,281 12,832 12,642 12,728

ドイツ 27,652 27,376 27,578 26,445 26,053

スペイン 28,367 29,232 29,971 30,804 31,246

フランス 13,307 12,791 13,353 13,713 13,510

イタリア 8,675 8,478 8,571 8,492 8,510

オランダ 12,453 11,881 12,296 11,909 11,921

資料：畜産統計、eurostat、USDA：「Cattle」、「Farms, Land in Farms, and Livestock Operations」等に基づき作成

○ 各国における牛の飼養動向 ○ 各国における豚の飼養動向

９



我が国の畜産物生産の特徴

⚫ 我が国においては、廃棄物処理法、家畜排せつ物法、水質汚濁防止法、悪臭防止法等による規制が行われており、
有害物質の暫定排水基準値の引き下げ等による段階的な規制強化が図られている。

⚫ EUでは、水質汚染を背景に、環境問題に取り組んできており、近年では環境負荷軽減を図るために飼養頭数の削減
などの措置を行う国（例:オランダ）も出ている。

【環境問題への取組】

● 家畜排せつ物法
家畜排せつ物の管理の適正化について、畜産業を営む者

（小規模農家を除く）は、国が策定する管理基準を遵守するこ
とを義務付け、指導・助言等は都道府県が実施。

※家畜排せつ物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物
処理法）」に基づき、事業者である畜産農家が、自らの責任において適
正に処理しなければならないとされている。

● 水質汚濁防止法
公共用水域の汚染を防止するため、水質汚濁防止法等の

関係法令は、一定規模以上の家畜飼養の届出や排出水の水
質規制の遵守を義務化。畜産業に関して、一部の物質につい
て、期限を定めて暫定排水基準が設けられている。

● 悪臭防止法

事業場から発生する臭気は、事業場の規模に関わらず、悪

臭防止法により規制。具体的な規制地域や規制方法、規制

基準は、知事や市町村長が設定（平成30年度末で、全市町村

のうち、73.9%で規制地域を設定）

○ 日本の環境関係法令

● 他の加盟国同様、EUが定めた「硝酸塩指令」等の環境規
制に従い、環境政策がとられている。

● 家畜排せつ物を農地に施用できる量や期間等が決めら
れており、自ら所有する農地に施用できる量を上回る家畜
排せつ物（余剰排せつ物）が発生した場合、余剰排せつ物
の一部に輸出を前提とした加工が義務づけられている。
（年間発生量の約８％が肥料として輸出）

● 環境対策として、酪農では2016年から2017年にかけて、
飼養頭数削減、営農中止等が求められた結果、飼養頭数
の１割強が淘汰され、約600戸が営農を中止。

● 2019年11月から、悪臭軽減を目的に、地域や住宅からの
距離等一定の条件を満たす養豚生産者に対して、廃業補
助金を出すことで廃業を支援する措置を実施。

○ オランダにおける環境問題への取組

農畜産業振興機構「畜産の情報」より抜粋
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我が国の畜産物生産の特徴

【たい肥の偏在化、増頭に伴う水・土壌等への環境負荷の増大】

⚫ 家畜排せつ物の発生量の耕地面積１ヘクタール当たりの負荷は、都道府県間で大きな差があり、堆肥の供給量に過
剰感がある地域と不足している地域がある。

⚫ 本年３月に策定した酪農及び肉用牛の近代化を図るための基本方針では、令和12年度には牛の飼養頭数を平成30
年度と比較して1.13倍に増やす目標としていることから、増頭に伴う環境負荷の増大を抑制することが必要。

⚫ 環境負荷の軽減に向けて、従来から行っている家畜排せつ物の適正管理に加え、特に家畜が集中している地域にお
いては、自給飼料生産の拡大や、耕種農家のニーズにあった良質堆肥の生産・利用やその広域流通が重要である。

○ 家畜排せつ物発生量の耕地面積１ヘク
タール当たりの負荷 （窒素ベース）

資料：畜産統計、耕地及び作付面積統計（平成26年）
等に基づき畜産振興課が作成。

注) 畜舎内等での窒素揮散量を考慮した数値である。

～50kg 窒素/ha

50～100

100～150

150～200

200～250

250～

※ 全国平均は、約100kg 窒素/ha

地域
現状（平成30年度） 目標（令和12年度）

乳用牛 肉用牛 合計 乳用牛 肉用牛 合計

全国 133.0 250.9 383.9 132.4 303.1 435.5

北海
道 79.6 51.9 131.5 77.2 ～ 85.4 55.1 ～ 60.9 132.3 ～ 145.3

都府
県 53.4 199.0 252.4 47.0 ～ 55.2 232.9 ～ 257.4 279.9 ～ 312.6

東
北 9.9 33.0 42.9 9.0 ～ 9.9 38.9 ～ 43.0 47.9 ～ 52.9

関
東 18.8 29.3 48.1 17.1 ～ 18.9 32.1 ～ 35.4 49.2 ～ 54.3

北
陸 1.3 2.1 3.4 1.2 ～ 1.3 2.5 ～ 2.8 3.7 ～ 4.1

東
海 3.6 10.1 13.7 3.3 ～ 3.6 10.8 ～ 12.0 14.1 ～ 15.6

近
畿 2.5 8.5 11.0 2.2 ～ 2.5 9.7 ～ 10.8 11.9 ～ 13.3

中
四
国

6.3 17.8 24.1 5.7 ～ 6.3 19.5 ～ 21.5 25.2 ～ 27.8

九
州 11.0 98.1 109.1 10.0 ～ 11.1 119.3 ～ 131.9 129.3 ～ 143.0

○ 酪肉近における乳用牛及び肉用牛の増頭目標
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我が国の畜産物生産の特徴

【我が国の飼料自給率の現状と目標】

⚫ 令和元年度（概算）の飼料自給率（全体）は25％。このうち、粗飼料自給率は77％、濃厚飼料自給率は12％。
⚫ 飼料を完全に自給することは、農地面積の制約から、現状の技術では困難。
⚫ 農林水産省では、飼料自給率について、粗飼料においては草地の生産性向上、飼料生産組織の高効率化等を中心に、

濃厚飼料においてはエコフィードの利用や飼料用米作付の拡大等により向上を図り、飼料全体で34％（令和12年
度）を目標としている。

［計2,416万㌧］

※デンプン質が多く使いやすい
とうもろこしが約5割 を占める。

上段：使用数量(万トン)
下段：割合(％)

とうもろこし

1,177 
49%

こうりゃん

42 
2%

その他穀類

238 
10%

大豆油かす

302 
13%

その他油

かす

130 
5%

糟糠類

283 
12%

動物性飼料

72 
3%

豆類

10 
0% その他

162 
7%

年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ H２９ H３０
R1

（概算）

全 体 25% 26% 26% 26% 27% 28% 27% 26% 25% 25%

粗 飼 料 78% 77% 76% 77% 78% 79% 78% 78% 76% 77%

濃 厚 飼 料 11% 12% 12% 12% 14% 14% 14% 13% 12% 12%

輸入８８％

国産１２％

輸入８５％

国産１５％

濃厚飼料

飼料全体 ２５％ ３４％

粗飼料

○乾草
○サイレージ

牧草、青刈りとうも
ろこし、稲発酵粗飼
料（稲WCS）

○放牧利用
○稲わら
○野草（林間地等）

国産

１００％

輸入２３％

国産

７７％

○穀類
（とうもろこし、飼料用米等）

○エコフィード
（パンくず、豆腐粕等）

○糠・粕類
（フスマ、ビートパルプ、

大豆油粕、菜種油粕等）

○その他
（動物性飼料、油脂等）

輸入とうもろこしを
国内で⽣産する場合
に必要となる農地面
積は約200万ha。
（日本の農地面積の
約４割）

○ 近年の飼料自給率の推移

○ 配合・混合飼料の原料使用量（令和元年度）

○ 飼料自給率の現状と目標
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我が国の畜産物生産の特徴

⚫ 我が国の飼料作付面積は、平成19年まで減少傾向で推移していたが、配合飼料価格の高騰を踏まえた関係者一体と
なった飼料増産により、飼料用米や稲発酵粗飼料の作付拡大等から29年頃までは拡大傾向で推移。令和元年は、飼
料用米の作付減少等により約１％減少し、96.2万ha。

⚫ 自給飼料生産コストは、燃料費や肥料費、為替等の影響により、年により変動があるが、輸入粗飼料と比較してコ
スト面で優位。

【飼料作物の作付面積等】

○ 自給飼料生産コストと購入飼料価格の推移 （単位：円/TDNkg）

Ｈ2年 7 Ｈ12年度 17 22 25 26 27 28 29 30

全国 76 66 62 57 59 61 66 63 60
北海道 75 58 60 58 60 57 62 61 57
都府県 83 80 60 54 57 74 76 72 68

（物財費ベース） 全国 76 64 65 64 66 64 68 65 73
北海道 65 55 61 61 62 61 64 62 69
都府県 94 76 74 77 80 78 85 78 88

Ｈ2年 7 12 17 22 25 26 27 28 29 30

ヘイキューブ 91 76 77 90 87 108 131 130 107 117 121
乾牧草 119 86 70 73 86 103 109 112 95 103 102
稲わら 135 105 98 113 92 108 120 118 106 114 108

配合飼料価格 74 58 63 66 72 83 84 81 79 80 84
為替レート（円/ドル） 145 94 108 110 88 98 106 121 109 112 110為替レート（円/ドル）

輸入粗飼料価格 輸入粗飼料価格

ヘイキューブ

乾牧草

稲わら

配合飼料価格

75

北海道 69 72

ｻｲﾚｰｼﾞ
都府県 86 84

自給飼料生産コスト 自給飼料生産コスト

乾牧草

自給
牧草

全国 73

資料：「自給飼料生産コスト」、「配合飼料価格」は、農林水産省「畜産物生産費」、「日本標準飼料成分表」
から算出。「輸入粗飼料価格」は、農家段階の価格で農林水産省生産局調べ。

注１：「自給飼料生産コスト」は、飼料生産に係る物財費、労働費及び地代を合計した値であり、物財費とは材
料費、固定材費及び草地費を合計した値。

２：自給飼料生産コストに関し、「平成２年」及び「７年」は各年、「12年度」以降は各年度の値。
３：自給飼料生産コストに関し、平成29年度より畜産物生産費統計の調査項目の変更に伴い、自給生産コスト

の算出方法を変更したため、28年度以前とのデータの連続性はない。
４：「自給飼料生産コスト」及び「輸入粗飼料価格」は、１TDNkgあたりに換算したもの。
５：「為替レート」は、東京外国為替市場・銀行間直物取引の中心レート平均。
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○有機畜産物ＪＡＳ
農業の自然循環機能の維持増進、環境への負荷を低減して
生産された飼料の給与、動物用医薬品の使用制限、動物の
生理学的及び行動学的要求への配慮。

・牛乳・乳製品：9事例 4,339トン（約550頭分※）
・牛肉 ：3事例 12トン（約30頭分※※）
・鶏肉 ：1事例 43トン
・鶏卵 ：6事例 194トン

※ 全量生乳として1頭あたり8000㎏/年で換算した場合
※※ 全量精肉として1頭あたり精肉歩留250㎏で換算した場合

○放牧畜産物基準認証
放牧畜産実践牧場で生産される生乳等を原材料として、その他の

ものと分別して製造された畜産物を認証。
・放牧畜産物等生産基準：18事例

○放牧畜産基準認証
地域の土地資源の活用や資源循環、アニマルウェルフェアの向上
等の観点から放牧を普及推進するため、放牧面積や放牧期間につい
て一定の要件を満たす牧場を「放牧畜産実践牧場」として認証。
・放牧畜産基準（放牧畜産実践牧場）：91事例

○エコフィード利用畜産物認証
エコフィードの利用に対する社会の認識と理解を深め、エコ
フィードの安全かつ安定的な利活用の推進を目的として、一定
の基準を満たした畜産物を「エコフィード利用畜産物」として認証
する制度として平成23年５月より運用を開始。
・認証畜産物：豚５事例、鶏２事例

〇エコフィード認証
食品循環資源の利用率や栄養成分等を満たす食品循環資
源利用飼料を「エコフィード」として認証することで、食品リサイク
ルへの関心と理解を深めることを目的とし、平成21年３月から運
用を開始。
・認証エコフィード：26事業者44製品

○畜産ＧＡＰ
人間と地球と利潤の間に矛盾のない農業生産の確立と生産・流通・

消費の信頼関係構築を目指す。
「農場運営」「食品安全」「家畜衛生」「環境保全」「労働安全」「人権・
福祉」「アニマルウェルフェア」に関する適正農業規範を示し、適切な
農場管理と実践を推進。

・ＪＧＡＰ家畜・畜産物 ：203事例
・ＧＬＯＢＡＬＧ．Ａ．Ｐ ： 3事例
・ＧＡＰ取得チャレンジシステム： 77事例

我が国の畜産物生産の特徴

【持続的な畜産物生産に関連する諸制度】

⚫ 有機農業や放牧、エコフィード、畜産GAPなど、環境負荷軽減、資源循環等に資する生産方式による畜産物を認証
する諸制度がある。
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戦略：日本型の「持続的畜産物生産」の考え方を確立し、国民の理解醸成を図る

● 持続的な畜産物生産のためには：
環境負荷軽減と、家畜の増頭や畜産物の増産による畜産経営の安定の両立を図る

ことが必要で、これらについての生産者の努力と消費者の理解醸成が図られることで
達成されるものではないか。

具体的取組として、
① 家畜の飼養管理、飼料の生産利用、家畜排せつ物処理に関する技術開発とその普

及により環境負荷軽減を図る。

② たい肥と飼料・農産物生産の資源循環（窒素・リン）の取組の促進を図る。

③ こうした考え方や方向性について、生産現場の努力や消費者の理解の醸成を図る。

①と②の取組を促進した上で、食料自給率の向上等の役割を果たしていくことが持続的
な畜産物生産の在り方ではないか。

⚫ 日本の畜産業を持続的に発展させるためには、厳しい国土条件のもと拡大する需要に応えた生産を行う必要がある
一方で、地球温暖化等の環境問題にもしっかりと対応していくことが求められる。

⚫ また、こうした取組が求められることについて、生産現場、消費者双方の理解を得ていくことが必要。
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検討会で議論いただきたい論点

● 新たな技術開発を含め、家畜改良、飼料、飼養管理で畜産の環境負荷
軽減のために取り組むべきことは何か。増加するコストについては誰が
どのように負担すべきか。

● 耕種農家のニーズにあった良質堆肥の生産やその広域流通を進める
上で、取り組むべきことは何か。

● 堆肥を活用した資源循環を通じた飼料増産を進めていく上で、取り組
むべきことは何か。

● 生産現場の努力や消費者に理解醸成を図るために取り組むべきこと
は何か。
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参考資料
（関連施策等）
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環境負荷軽減型酪農経営支援
【令和３年度予算概算決定額 6,048（6,183）百万円】

＜対策のポイント＞
酪農経営における飼養規模の拡大等による環境問題に対処するため、ふん尿の還元等に必要な飼料作付面積の確保を前提として酪農家が行う環境負荷

軽減の取組（資源循環促進、地球温暖化防止、生物多様性保全等）を支援します。

＜事業目標＞
酪農に起因する環境負荷の軽減（温室効果ガス削減量：12.5万ｔ（CO２換算）［令和12年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．環境負荷軽減型酪農経営支援（エコ酪事業）

ふん尿の還元に必要な飼料作付面積を確保しながら環境負荷軽減に取り組んで

いる酪農家に対し、飼料作付面積に応じて交付金を交付します。

また、有機飼料生産の取組に交付金を追加交付します。

① 対象者の要件

ア 飼料作付面積が北海道で40ａ／頭以上、都府県で10ａ／頭以上

イ 環境負荷軽減に取り組んでいること（10メニューから２つ選択）

② 交付金単価

ア 飼料作付面積 1.5万円／１ha（※）

※作付面積の拡大に伴う効率化を考慮し係数を乗ずる

【係数】 200ha超400ha以下の部分：1ha×1.1

400ha超の部分：1ha×1.2

イ 有機飼料作付面積 1.5万円＋３万円／１ha（追加交付）

２．環境負荷軽減型酪農経営支援推進

環境負荷軽減型酪農経営支援の実施のための推進活動、

要件確認、事業効果の測定等を支援します。

＜事業の流れ＞

国

都道府県協議会

生乳生産者

定額

定額

（１の事業）

（２の事業）

［お問い合わせ先］生産局畜産企画課（03-3502-0874）

目的 取組メニュー

資源
循環
促進

① 堆肥の適正還元の取組

② 国産副産物の利用促進

③ スラリー等の土中施用

④ サイレージ生産の適正管理

地球
温暖化
防止

⑤ 温室効果ガス放出量削減の取組

⑥ 化学肥料利用量の削減

⑦ 連作防止の実施

⑧ 放牧の実施

⑨ 不飽和脂肪酸カルシウムの給与（新設）

生物
多様性
保全

⑩ 農薬使用量の削減

堆肥

有
機
飼
料
生
産
の
取
組
（
追
加
交
付
）

施肥設計

飼料に不飽和脂肪
酸カルシウムを添加
し、ゲップ中のメタ
ンガスを削減します。

○ 取組メニューごとに効果を測る指標を設定し、取組実績に応じた効果を測定

○ 生産者は、効果の測定に必要なデータを提出
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１ 家畜排せつ物法① 家畜排せつ物法の仕組み

・ 「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進を図り、もって畜産業の健全な発展に資すること」を目的として、平成11年に成
立、平成16年から本格施行、正式名称は「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」。

・ 家畜排せつ物の管理の適正化について、畜産業を営む者（小規模農家を除く）は、国が策定する管理基準を遵守することを義
務付け、指導・助言等は都道府県が実施。

・ 利用の促進については、国は基本方針を、各県は都道府県計画を策定するとともに、畜産業を営む者は、処理高度化施設の整
備計画の策定・認定を経て、日本政策金融公庫からの資金の貸付けを受けることが可能。

畜産業を営む者都道府県国

指導・助言（４条）
勧告・命令（５条）
立入検査等（６条）
の実施

管理基準の遵守
（３条）

管理基準の策定
（３条）

施設整備計画の
策定（９条、10条）

基本方針の策定
（７条）

都道府県計画の
策定（８条）

日本政策金融公庫
資金の貸付（11条）

報
告

提
出

認
定

畜
産
業
の
健
全
な
発
展

管
理
の

適
正
化

利
用
の
促
進

（１条）
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２ 家畜排せつ物法② 家畜排せつ物法の管理基準

・ 家畜排せつ物法施行規則において、畜産業を営む者（小規模農家を除く）が家畜排せつ物の処理等に当たり遵守すべき基準
（管理基準）を明示。なお、対象家畜は、牛、豚、鶏及び馬。

・ 家畜排せつ物の不適切な管理（野積み・素掘り）を禁止し、管理施設は雨による流出や地下浸透が起こらない構造とすることの
ほか、施設の定期的な点検や修繕等を義務付け。

○家畜排せつ物法施行状況調査結果（令和元年12月1日時点）
～管理施設の構造設備に関する基準への対応状況～

～ 管理基準の概要 ～

１ 管理施設の構造設備に関する基準
① 固形状の家畜排せつ物の管理施設は、床を不浸透性材料（コンクリート等）で築造し、適当な覆い及び側壁を設けること。
② 液状の家畜排せつ物の管理施設は、不浸透性材料で築造した貯留槽とすること。

２ 家畜排せつ物の管理の方法に関する基準
① 家畜排せつ物は管理施設において管理すること。
② 管理施設の定期的な点検を行うこと。
③ 管理施設の床、側壁等に破損があるときは遅滞なく修繕を行うこと
④ 家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法等について記録すること。

管理基準の適用対象外
牛又は馬 10頭未満
豚 100頭未満
鶏 2,000羽未満

※１ 簡 易 対 応 ：恒久的な施設に該当しないような場合（防水シートによる被覆等の対応）
※２ その他の方法：畜舎からほ場への直接散布、周年放牧、処理委託、下水道利用 等
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３ 家畜排せつ物の利活用 家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針

家畜排せつ物は、資源循環のため、堆肥化して耕地に還元

堆肥の利用拡大１

・収益性や電力系統の状況、地域活用電源としての方向性も見極めた
上で、固定価格買取制度等を活用

・電力系統の課題を踏まえたエネルギーの地産地消等の新たな経営モデ
ルを確立

畜舎等での自家利用の検討

畜産農家地域住民

行政の
畜産・環境

部局

地域が一体となった
問題解決

家畜排せつ物のエネルギー利用の推進２

家畜排せつ物の堆肥化が難しい場合はエネルギー利用も有効

畜産環境問題への対応３

家畜排せつ物の処理は畜産農家が自らの責任において行うべきもの

老朽化した堆肥舎
老朽化した

堆肥舎の補修
計画的な
補改修や
機能強化

・家畜排せつ物の適切な処理は事業者の責
務であるとの意識を浸透

・修繕や更新のための費用を計画的に経営
内に留保し、適切な再投資を確保

・堆肥舎や汚水処理施設の長寿命化や共同
利用の家畜排せつ物処理施設を整備

・悪臭低減に有効な適切な堆肥化を推進

・汚水処理や脱臭のための施設・機械を整備

・地域住民も参加して問題解決に取り組む
体制を構築

・持続的かつ循環的な農畜産業の実現のため、まずは畜産農家が堆肥を活
用して自給飼料を生産することが重要

・堆肥の完熟化や化学肥料との配合等で耕種農家のニーズへ対応

・ペレット化による広域流通、施肥作業の軽減

・堆肥の加工や輸送に関し、知見がある肥料メーカーと協力

・使いきれない堆肥を、耕種
農家に使ってほしい
・堆肥の品質を向上させ、収
入を増やしたい

畜産農家

耕種農家

・成分の安定した
堆肥がほしい
・化学肥料と堆
肥を配合したペ
レットで、運搬、
散布を楽にしたい

• 肥料原料として水分量の少な
い堆肥がほしい

• 畜産農家に技術提供をし、自
社ブランドの肥料を生産してもら
いたい

地方公共団体

・地域の畜産環境問
題を解決したい

肥料メーカー

商品開発や堆肥製造に係
る技術協力（ペレット化、
化学肥料との配合）
商物流のアドバイス 等

・ 家畜排せつ物法に基づき、家畜排せつ物の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、農林水産大臣が「家
畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針（以下「基本方針」）」を策定。

・ 現在の基本方針は、令和12年度を目標として、①耕種農家のニーズへの対応を通じた堆肥の利用拡大、②堆肥利用が困難な場
合のエネルギー利用の推進、③環境規制や大規模化を踏まえた畜産環境問題への適切な対応をポイントとして令和２年に策定。
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＜事業の内容＞ ＜事業イ メ ー ジ＞

１．土づくり堆肥の生産・流通支援

① 畜産農家が耕種農家や肥料メーカー等と協議会を設置し、

堆肥のニーズの的確な把握や生産の検討、広域流通や海外輸出、

液肥流通等の促進を図る取組を支援します。

② 堆肥の高品質化やペレット化等に必要な施設・機械を導入する

取組を支援します。

③ 堆肥の成分分析や試験的な堆肥施肥等を行う取組を支援します。

２．高度な畜産環境対策

① 畜産農家が地域の関係者等と協議会を設置し、高度な畜産環境

対策を推進する取組を支援します。

② 悪臭防止や汚水処理など、高度な畜産環境対策に必要な

先進的な施設・機械を導入する取組を支援します。

畜産環境対策総合支援事業

【令和２年度第３次補正予算額 1,841百万円】

＜対策のポイント＞
畜産物輸出の拡大に伴う家畜の増頭により発生する家畜排せつ物については、堆肥のユーザーである耕種農家側の持続可能性に配慮し、環境保全や土づく

りに向け、堆肥の高品質化やペレット化による広域流通の推進を図るほか、畜産経営から発生する悪臭の防止や排水の水質改善を更に進めるための高度な
畜産環境対策を推進し、畜産物の生産拡大を後押しします。

＜事業目標＞
○ 堆肥の販売量の増加（578万トン［平成30年度］ → 680万トン［令和６年度］）
○ 畜産経営に起因する苦情発生割合の減少（2.0%［平成30年度］ → 1.8%［令和６年度］）

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］生産局畜産振興課（03-6744-7189）

国

定額、１/２以内

都道府県・
市町村

協議会 畜産農家等

交付 交付

ペレット成形機 耕種側のニーズに合った堆肥生
産
堆肥の広域流通・輸出

太陽光で乾燥する堆肥舎

自動攪拌機

水分過多で扱いにくい
家畜排せつ物

・堆肥の高品質化
・施肥しやすいペレット化

１．土づくり堆肥の生産・流通支援

２．高度な畜産環境対策支援

ハニカムフィルター

○ハニカム（蜂の巣）
構造によりフィル
ターの表面積を増大

○フィルターの表面に
定着した微生物の働
きにより、臭気を効
果的に脱臭

○ 既存の浄化槽に後付
けできる膜濾過器

○ 放流水中の微細な有
機物を効率的に分離し、
高度な浄化処理が可能

外付け型膜分離装置

装置内の中空糸膜の束

【悪臭防止】

【汚水処理】
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○ コントラクター※２、TMRセンター※３

による飼料生産の効率化
・作業集積や他地域への粗飼料供給等、
生産機能の高度化を推進

国産飼料基盤に
立脚した畜産の確立

飼料全体 25％ 34％

粗飼料 77％ 100％

濃厚飼料 12％ 15％生産増加

○ 飼料増産の推進
①水田の有効活用、耕畜連携の推進

②草地等の生産性向上の推進

③放牧の推進

○ エコフィード※４等の利用拡大
・食品加工残さ、農場残さ等未利用資源
の更なる利用拡大

耕作放棄地放牧

飼料用米の利活用
余剰食品の飼料化

○ 飼料生産技術の向上

・高品質飼料の生産推進

青刈り
とうもろこし

集約放牧

優良品種の導入

稲発酵粗飼料専用機械

※１ 稲発酵粗飼料：稲の実と茎葉を一体的に収穫し発酵させた牛の飼料 ※２ コントラクター：飼料作物の収穫作業等の農作業を請け負う組織
※３ TMRセンター：粗飼料と濃厚飼料を組み合わせた牛の飼料（Total Mixed Ration）を製造し農家に供給する施設 ※４ エコフィード：食品残さ等を原料として製造された飼料

汎用型飼料収穫機

稲発酵粗飼料※１

○ 酪農・肉用牛の生産基盤の強化のためには経営コストの３～５割程度を占める飼料費の低減が不可欠。

○ このため、水田や耕作放棄地の有効活用等による飼料生産の増加、食品残さ等未利用資源の利用拡大の推進等の総合的
な自給飼料増産対策により、輸入飼料に過度に依存した畜産から国産飼料に立脚した畜産への転換を推進している。

国産飼料基盤に立脚した生産への転換

利用拡大
R12年度
（目標）

R元年度
（概算）

飼料自給率

飼料収穫作業 TMR調製プラント

生稲わらサイレージ
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○ 全国で放牧される牛は、乳用牛（酪農）にあっては総飼養頭数の約23％に相当する約30万頭、肉用牛（繁殖）にあっては総
飼養頭数の約17％に相当する約11万頭。肉用牛（繁殖）では前年と比較して２ポイント低下。これは規模拡大や繁殖肥育一貫
経営の増加等が理由として考えられる。

○ 放牧は、飼料の生産･給与や家畜排せつ物処理の省力化が可能な飼養管理方法であり、酪農・肉用牛経営のコスト低減を
図る上で有効な方法。

○ 放牧に必要な牧柵、簡易施設の整備、放牧技術の導入や生産性の高い草地への転換等の支援により、放牧の取組を推進。

放牧の推進

注：平成30年度畜産物生産費（子牛生産費２頭～５頭規模未満）による子
牛１頭当たりの生産費を試算

＜前提条件＞繁殖雌牛２頭～５頭規模、放牧期間：５月～10月（６か月）

肉用牛繁殖経営

放牧によるコスト低減効果（試算）

【R元年度補正】 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業

畜産クラスター計画に位置づけられた地域の中心的な経営体（畜産を
営む者等）が行う放牧に必要な電牧器等の導入を支援。

（補助率：１／２以内）

【R２年度】 強い農業・担い手づくり総合支援交付金

未利用地を蹄耕法等の不耕起により放牧地等として活用するのに必
要な整備等への支援。 （補助率：上限７万円／10a等、１／２以内）

【R２年度】 畜産生産力・生産体制強化対策推進事業
（国産飼料資源生産利用拡大対策のうち肉用牛・酪農基盤強化対策（放牧活用型））

・放牧主体の有機畜産について全国的な普及を図るための取組を支援。 （補助率：定額）

・繁殖基盤強化に向け肉用牛繁殖雌牛等の放牧を活用した地域内一貫体制の構築への取組を支援。 （補助率：定額、１／２以内）

（千円）

乳用牛 肉用牛

（酪農） （繁殖）

 全国  飼養頭数 132.8 61.0

 放牧頭数 29.9 10.6

(22.5) (17.4)

 北海道  飼養頭数 79.1 7.5

 放牧頭数 27.5 4.3

(34.8) (57.3)

 都府県  飼養頭数 53.7 53.5

 放牧頭数 2.4 6.3

(4.5) (11.8)
資料：放牧頭数は（一社）日本草地畜産種子協会調べ、飼養頭数は畜産統計（平成30年２月１日現在）
　  注１：放牧頭数は、経営内放牧と公共牧場に預託して放牧されている頭数の計であり、
 　        重複している場合を含む
　　注２：肉用牛の頭数は、子取り用の繁殖雌牛（１歳未満を含む）頭数

放牧頭数（平成30年）
　　　　　                 　（単位：万頭、％）

区　　　　　　分

195

258

184

302

164

200

0 100 200 300 400 500 600 700 800

放
牧

舎
飼

飼料費 労働費 その他経費 約３割のコスト低減
（217千円/頭の削減）

543千円/頭

760千円/頭
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放牧の取組事例

山口県山口市 山口型放牧あとう協議会

• 景観作物の栽培から、より簡易な農
地管理として、平成22年から転作田
や耕作放棄地などで山口型放牧を
開始。

• 25年にはＪＡが中心となって協議会
を設立し、和牛改良組合による放牧
牛の貸出と農事組合法人による放
牧管理の取組を開始。

• 現地検討会や研修会を開催。肉用
牛経営の省力化や農地保全に貢献。

＜概況＞
規模 肉用牛（繁殖） 57頭、草地面積 26.1ha （H30年）

茨城県稲敷市 新利根協同農学塾農場

＜概況＞
規模 乳用牛（酪農）30頭、草地面積 15ha （H30年）

• 平成17年頃より購入飼料中
心の酪農経営から放牧酪農
に方針を転換。

• 濃厚飼料については子実と
うもろこしを千葉県成田市の
コントラクターから購入。

• 29年にはチーズ工房をオー
プンし、集落の活性化・維持
に取り組む。

北海道八雲町Ａ牧場

＜概況＞
規模 乳用牛（酪農）66頭、草地面積 75ha （H29年）

• 平成８年より放牧酪農に転
換し、昼夜放牧による飼養管
理を実施。

• 乳量は減少したが、飼料費
や衛生費の低減により収益
を確保。

長崎県平戸市 石原放牧部会

• 平成24年に畜産農家３戸が放
牧部会を設立。耕作放棄地を
利用した黒毛和種繁殖雌牛の
放牧を開始。

• 耕作放棄地の解消により景観
が改善され、周辺地域は観光
PRや自動車CM、映画撮影に利
用。

＜概況＞
規模 肉用牛（繁殖）13頭、草地面積 5.92ha （H30年）
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・放牧牛乳
・放牧乳製品
（放牧期のみ）限定

○ （一社）日本草地畜産種子協会では、平成21年から、放牧に取り組む牧場のうち、放牧面積や放牧期間について一定の要件
を満たす牧場を「放牧畜産実践牧場」として認証。また、これに併せて、放牧畜産実践牧場で生産される牛乳、アイスクリーム
等の畜産物の認証も実施。

○ 令和２年７月現在では、牧場で91件、畜産物では12件（牛乳４件、アイスクリーム２件、チーズ１件、ヨーグルト３件、牛肉２件）、
放牧子牛で３件、放牧肥育牛で２件がそれぞれ認証されている。

注 ： R２年7月現在、放牧畜産実践牧場内訳 酪農81件 肉用牛（繁
殖）10件

放牧畜産物を生産する牧場における飼養管理事項の基準を定めた「放牧畜産基準」
の他、酪農では４つの生産基準、肉用牛では３つの生産基準を策定。

※ 放牧畜産基準認証マーク
放牧畜産認証が得られた畜産
物等に使用が認められる。

◼ 放牧畜産の生産フローと８つの基準認証

１．放牧畜産基準
２．放牧酪農牛乳生産基準
３．放牧酪農乳製品生産基準

放牧畜産
実践牧場

生 乳

放牧子牛 放牧肥育牛

・放牧酪農牛乳
・放牧酪農乳製品

放牧牛肉

酪農経営

肉用牛繁殖経営 肉用牛肥育経営 と畜、食肉処理・加
工等業者

乳業組合
乳業会社
酪農経営等
（ﾐﾆﾌﾟﾗﾝﾄ）

肉用牛
繁殖経営

６．放牧子牛生産基準 ７．放牧肥育牛生産基準 ８．放牧牛肉生産基準

４．放牧牛乳生産基準
５．放牧乳製品生産基準

放牧実践の見える化（放牧畜産基準の認証制度）

認 証 の 種 類 件数

1 放牧畜産基準（放牧畜産実践牧場(注）） 牧場 91

2 放牧酪農牛乳生産基準 畜産物 4

3 放牧酪農乳製品生産基準 畜産物 5

4 放牧牛乳生産基準 畜産物 －

5 放牧乳製品生産基準 畜産物 1

6 放牧子牛生産基準 子牛 3

7 放牧肥育牛生産基準 肥育牛 2

8 放牧牛肉生産基準 畜産物 2
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未利用資源の飼料としての活用推進

○ 飼料の自給率向上のため、エコフィード（食品残さ利用飼料）を推進。エコフィードの製造数量は近年ほぼ横ばいで推移。令和元年度（概算）のエコ
フィード製造数量は119万TDN㌧（概算）であり、濃厚飼料全体の約6％に当たる。

○ 国産原料由来エコフィードは33万TDN㌧(概算)であり、新たな「食料・農業・農村基本計画」における令和12年度の濃厚飼料自給率目標15%の達
成のために国産原料由来エコフィードを中心に生産・利用を拡大する必要。

○ 食品残さを排出した食品関連事業者とエコフィード製造事業者等との連携により、エコフィードによって生産された畜産物を販売し、リサイクルルー
プを構築する取組も行われている。

エコフィードの製造状況

【R2年度】 畜産生産力・生産体制強化対策事業
（国産飼料資源生産利用拡大対策のうち未利用資源活用対策）

・ 未利用資源の活用事例の普及、エコフィードを活用した差別化畜産
物の流通・販売に係る普及及び認証取得等を支援。 （補助率：定額）

・ 食品残さ等の地域の未利用資源の活用促進。 （補助率：定額）

・ 国産由来の食品残さ等の積極的な収集を通じたエコフィードの生産
拡大を支援。（Ｈ30年度までに計画承認を受けた取組が対象）
（増産：３千円/トン、国産由来の食品残さ等：５千円/トン、分別の実施：４千
円/トン、含水率の削減：１千円/トン 等）

※ ＴＤＮ（Total Digestible Nutrients）：家畜が消化できる養分の総量。カロリーに近い概念。
注：平成29年度の集計から調査対象品目が変更されたため28年度以前と連続しない。なお、28年度の赤数字は同品
目による参考値

エコフィード利用の取組事例
（（株）日本フードエコロジーセンター）

・ 関東近郊の170件以上の食品事業者において分別管理された食品残さを
飼料化施設に保冷車で搬入。

・ 加水、加熱、発酵の処理により、養豚用の発酵リキッド飼料を製造。
・ 単なるリサイクルの推進ではなく、高付加価値の豚肉生産を目的としており、
生産した豚をグループ内外で販売するという地域循環畜産の「環」を構築。

食品関連事業者

畜産農家等
リキッド飼料の生産（選別・破
砕・加水・混合・殺菌・発酵）

食品工場やスーパー等の食品
産業から食品残さを受け入れ

生産された豚肉は、食品残さを
排出した食品産業を中心に販売

タンクローリーで
農家に配送

飼料化施設

分別して専用容器
に封入し、保冷車
で運搬

神奈川県、埼玉県、長野県等
16戸の養豚農家に販売・給与

製造や配送
の際は衛生
管理に注意
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畜産農家

認証エコフィードを適正に配合した飼
料を家畜に給与し、畜産物を生産

給与

食品産業 飼料化施設

食品循環資源の適正な分別・
保管等

飼料の適正な製造・保管
及び栄養成分の維持等

食品産業

原料の収集・運搬

販売・消費

副産物・余剰品等

一定の基準を満たすものを「エコフィード」として認証

認証機関

加工（飼料化）

一定の基準（食品循環資源の利用率や栄養成分等）を満たす食品循環資源利用飼料を「エコフィード」として認証
することで、食品リサイクルへの関心と理解を深めることを目的とし、平成21年３月から運用を開始。（令和２年７月末現
在、47銘柄認証済み）

（一社）日本科学飼料協会
http://kashikyo.lin.gr.jp/certifi_01eco.html

販売

取組に対する社会の認識と理解を深め、エコフィードの安全かつ安定的な利活用の推進を目的として、一定の基
準を満たした畜産物を「エコフィード利用畜産物」として認証する制度として平成23年５月より運用を開始。（令和２年７

月末現在、７商品認証済み）

一定の基準（給与計画に基づくエコフィード
の給与、販売までのルート特定等）を満たす
ものを「エコフィード利用畜産物」として認証

認証機関

エ
コ
フ
ィ
ー
ド
認
証
制
度

エ
コ
フ
ィ
ー
ド
利
用
畜
産
物
認
証
制
度

【認証エコフィード】
・ エコフィードの名称利用
・ 認証マークの使用

（公社）中央畜産会
http://ecofeed.lin.gr.jp/

【エコフィード利用畜産物認証】
・ エコフィードの名称利用
・ 認証マークの使用

エコフィードに関する認証制度について

流通（加工）

両制度の総合相談窓口は（一社）食品ロス・リボーンセンター http://www.foodloss1.com/ 28



エコフィードの原料となる食品残さの特徴を活かすとともに、食品リサイクルによって環境にやさしいことをアピールするなど、エコ
フィード利用畜産物の差別化を図る取組について、優良事例を表彰することにより、差別化の取組を推進。

（令和元年度畜産生産力・生産体制強化対策事業(国産飼料資源生産利用拡大対策のうち未利用資源活用対策)（事業実施主体：（公社）中央畜産会）

【トピックス】 エコフィードを活用した特色ある畜産物生産の取組(令和元年度)

※飼料コスト低減割合＝（エコフィードを利用しなかった場合の飼料コスト－エコフィードを利用した場合の飼料コスト）/エコフィードを利用しなかった場合の飼料コスト
※エコフィード配合割合＝エコフィードの給与飼料量／（エコフィードの給与飼料量＋エコフィード以外の給与飼料量）
※取組事例の詳細は、（公社）中央畜産会HP（http://ecofeed.lin.gr.jp/excellent/index.html）をご覧下さい

＜有限会社小野養豚＞
山口県萩市 ★養豚

＊飼料コスト低減割合：約44％
＊原料：パンくず、ピーナッツくず、

米ぬか等
＊エコフィード配合割合：60％

(肥育後期)

＜株式会社悠牧舎＞

群馬県前橋市 ★養豚

＊飼料コスト低減割合：約59％
＊原料：パン、ポテトピール、

ホエー等
＊エコフィード配合割合：70％

(肥育豚)

＜熊本県立熊本農業高校＞
熊本県熊本市 ★養豚

＊飼料コスト低減割合：90％
＊原料：パン、納豆・大豆皮、

緑豆、テングサ、米粉
＊エコフィード配合割合：100％

＜大阪府立農芸農業高等学校＞

大阪市府堺市 ★肉用牛・養鶏

＊飼料コスト低減割合：33％
＊原料：ワイン粕、ふすま
＊エコフィード配合割合：50％

パン、納豆・大豆皮、緑豆、テングサ、米粉を原料として、発酵飼料「エ
クセレント」を生後30日から出荷まで豚に給与し、低コストな養豚経営を
実現。生産された豚肉は「シンデレラネオポーク」として販売。県の産業
技術センターで肉質調査を行うなど、産学官連携の実施により高品質
化に取り組んでいる。

ワイン粕とふすまを混合し乳酸発酵させた「ワイン粕サイレージ」を肥
育牛に給与し、「のうげい姫牛」及び「農芸マザービーフ」として販売。
また、採卵鶏にも給与し「なにわワインたまご」を生産する等、資源循
環型畜産を実現し、エコフィード利用畜産物のブランド化に取り組んで
いる。

パン、ポテトピール、ホエー等を原料として、オランダ式のリキッド
フィーディングシステムを取り入れた大規模経営を実施。肥育、繁殖、
ほ育の各生産段階で飼料原料の種類を変え、コンピューターによる衛
生的な給与の取組を実施。生産された豚肉は「桜絹豚（さくらきぬぶた）」と
して販売している。

パンくず、ピーナッツくず、米ぬか等を原料として、ウェットフィーディ
ング方式で肥育豚に給与。動物医薬品会社に飼料設計を依頼し、
定期的に飼料の配合割合を修正し、畜産物の品質向上に取り組ん
でいる。生産肉豚の80％は自社内で精肉加工して「むつみ豚」とし
て販売している。

最優秀賞 優秀賞

特別賞 特別賞
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【令和３年度予算概算決定額 887（900）百万円】

＜対策のポイント＞
家畜の増頭と併せ肉用牛・乳用牛・豚・鶏の改良や飼料作物の優良品種の利用を推進するとともに、肉用牛の繁殖肥育一貫経営や地域内一貫生産、和

牛の信頼確保のための遺伝子型の検査、国産飼料の一層の増産・利用のための体制整備により、畜産物の生産力及び生産体制の強化を図ります。

＜事業目標＞［平成30年度→令和12年度まで］
○生乳生産量：728万トン→780万トン ○牛肉生産量：33（48）万トン→40（57）万トン ○豚肉生産量：90（128）万トン→92（131）万トン
○鶏肉生産量：160万トン→170万トン ○鶏卵生産量：263万トン→264万トン ○飼料自給率：25％→34％ ※（）は枝肉換算

＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞

１．家畜能力等向上強化推進
遺伝子解析技術等を活用した新たな評価手法や始原生殖細胞（PGCs）保存

技術等により、生涯生産性の向上、遺伝的多様性を確保した家畜の系統・品種の
活用促進、肉質・繁殖能力の改良の加速化等を推進する取組を支援します。
２．繁殖肥育一貫経営等育成支援
肉用牛生産の構造改革を進め繁殖基盤の強化を図るため、肉用牛肥育経営に
おける一貫化や地域内一貫生産を推進する取組を支援します。
３．和牛の信頼確保対策

我が国の貴重な知的財産である和牛の血統に関する信頼を確保するため、遺伝
子型の検査によるモニタリング調査を推進する取組を支援します。
４．草地生産性向上対策
不安定な気象に対応したリスク分散等により粗飼料の安定的な収穫を確保する

ため、草地改良や飼料作物の優良品種利用・安定生産、飼料用種子の備蓄の取
組を支援します。
５．飼料生産利用体系高効率化対策

飼料生産組織の作業効率化・運営強化、国産濃厚飼料の生産振興の取組を
支援します。
６．国産飼料資源生産利用拡大対策
放牧、未利用資源の新たな活用・高品質化の取組を支援します。

７．持続的飼料生産対策
温室効果ガス削減飼料の流通量等のデータ収集・分析等の取組を推進します。

[お問い合わせ先] （１~３の事業）生産局畜産振興課（03-6744-2587）
（４~７の事業） 飼料課 （03-6744-7192）

４．気象リスク分散によ
る安定的な収穫確保

５．飼料生産の効率化
６．放牧、未利用資源の
活用

９月

８月

６月

７月

転
換
後
の
収
穫
期

イ
メ
ー
ジ

OG：１番草

OG：２番草

OG：３番草

TY：２番草

TY：１番草

（注）OG：オーチャード、TY：チモシー

未利用地に
おける放牧

飼料資源として活用する
ための取組を支援

複数草種の導入等により収穫
適期を拡大し、天候不順による
影響を緩和する取組を支援

自動操舵
装置

子実用とうも
ろこしの収穫

優秀な牛

普通の牛

能力不明
の子牛

遺伝子解析技術を
活用した選抜イメージ

２．肥育経営に
おける一貫化

生
産

【交雑種♀】
受精卵移
植を支援

１．家畜能力等の向上強化

【黒毛和種子牛】

価格の高
い黒毛和
種雌牛の
代りに、
受卵牛と
しての交
雑種雌
牛の導入
を支援優秀な牛と同じなので、この子牛は「優秀」と予測

３．和子牛の
遺伝子型の検査

鼻粘膜

DNA採材

DNA情報から
親子判定

ICTによる作業の効率化、
飼料生産組織の運営強化
の取組を支援

未利用資源の
新たな活用・
高品質化

国 民間団体等
生産者
集団等

＜事業の流れ＞ （１、３～7の事業）民間団体等

定額、1/2以内

定額、1/2以内

定額、1/2以内

（２の事業）

定額

（４～６の事業）

Ⅰ 飼料自給率の向上

ⅰ 畜産生産力・生産体制強化対策事業
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ⅱ 公共牧場機能強化等体制整備事業

【令和３年度予算概算決定額 118（ー）百万円】

＜対策のポイント＞
地方公共団体の公共牧場・試験場等が有する広大な草地や高い技術力のフル活用により、省力的かつ低コストで優良な和牛を増産するための取組を支

援します。

＜事業目標＞
繁殖雌牛の飼養頭数の増加（61万頭［平成30年］→80万頭［令和12年まで］）

＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞

１．機能強化等に係る計画策定

農業者団体等による強化計画の策定のために行う検討会開催、

現地調査等の取組を支援します。

２．公共牧場機能強化等体制整備

農業者団体等による強化計画に基づき行う繁殖雌牛等の導入、

施設・機械、放牧地の整備等の取組を支援します。

※ 公共牧場は全国に698施設。地方公共団体所有が３分の２、

JA等所有が３分の１。

＜事業の流れ＞

国 農業者団体等

定額、1/2以内

［お問い合わせ先］生産局飼料課（03-6744-2399）

受精卵用機器
の整備

分娩監視用
カメラ

哺乳ロボット 畜舎・機械整備による増頭

公共牧場・試験場等

畜産農家

肥育素牛等

繁殖雌牛等の導入
放牧地の整備
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＜ 事 業 の 内 容 ＞ ＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞

１．大型機械化体系に対応した草地整備

大型機械による効率的な飼料生産を推進するため、草地の整備、排水不良

の改善等の整備を推進します。

【主な工種】 草地の区画整理、暗渠排水 等

２．泥炭地帯における草地の排水不良の改善

効率的な飼料生産基盤を形成するため、土壌の特殊性に起因する地盤の沈

下による草地の湛水被害等に対処する整備を実施します。

【主な工種】 整地、暗渠排水、排水施設 等

ⅲ 草地関連基盤整備＜公共＞

【令和３年度予算概算決定額 333,256（326,436）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
飼料生産基盤に立脚した力強い畜産経営の実現を図るため、畜産経営規模の拡大や畜産主産地の形成に資する飼料生産の基盤整備等を推進します。

＜事業目標＞
○ 飼料自給率の向上 （25％［平成30年度］ → 34％［令和12年度まで］）
○ 飼料作付面積の拡大（89万ha［平成30年度］→ 117万ha［令和12年度まで］）

［お問い合わせ先］（１の事業）生産局飼料課 （03-6744-2399）
（２の事業）農村振興局防災課（03-3502-6430）

＜整備前＞ ＜整備後＞

排水性や起伏条件
の悪い草地

暗渠排水

起伏修正

良好な飼料生産
基盤の実現

飼料生産の基盤整備

草地整備

基盤整備による効果

大型機械での効率
的な収穫による生産
コストの削減

飼料作物の収量
増加

生産基盤の強化を
通じた生乳生産量
の増加

生産基盤の強化を
通じた肉用牛出荷
頭数の増加

急傾斜地 急傾斜地→緩傾斜地

排水性の悪い草地 排水不良の改善

＜事業の流れ＞

国

都道府県

都道府県

事業指定法人

1/2等

1/2等

（１の事業の一部）

（１の事業の一部）

1/2等

※ ２の事業は、直轄で実施（国費率3/4）
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＜対策のポイント＞
家畜排せつ物処理施設の機能強化等を支援し、増頭のボトルネックとなる畜産環境問題の解決を推進することで、畜産の生産拡大を後押しします。

＜事業目標＞

○ 担い手が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進[令和５年度まで]

［平成30年度→令和12年度まで］
○ 生乳生産量：728万トン→780万トン ○ 牛肉生産量：33万トン→40万トン ○ 豚肉生産量：90万トン→92万トン
○ 鶏肉生産量：160万トン→170万トン ○ 鶏卵生産量：263万トン→264万トン ○ 飼料自給率：25%→34％

【令和３年度予算概算決定額 80,725（94,275）百万円の内数】

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

〇 農山漁村地域整備交付金（畜産環境総合整備事業）

畜産経営に起因する環境汚染の防止と畜産経営の合理化を促進する

ため、家畜排せつ物処理施設の機能強化等を支援します。

【主な事業内容】

草地、家畜排せつ物処理施設、水質汚濁防止施設等の計画・整備

※対象とする施設は事業参加農家が共同利用するもの（市町村・農協

所有を含む）

【主な実施要件】

①事業参加者数：3人以上（10人以上）

②受益面積：10ha以上（30ha以上）

③家畜飼養頭羽数［肥育豚換算］：1,000頭以上（2,000頭以上）

※（ ）内は、緩和前（R元年度まで）の要件

［お問い合わせ先］ 生産局飼料課（03-6744-2399）

ⅲ 農山漁村地域整備交付金のうち

畜産環境総合整備事業<公共>

草地造成・整備
水質汚濁防止施設

家畜排せつ物処理施設

老朽化した施設の機能強化

＜事業の流れ＞

国

交付

都道府県

事業指定法人都道府県
交付 交付
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乳用牛の改良増殖目標（抜粋）

（１）能力に関する改良目標

乳用牛の改良に当たっては、泌乳形質とともに、強健性に関わる体型形質や繁殖性などの改良により長命連産性
を高め、供用期間の延長を図り乳用牛の生涯生産性を向上させることが重要である。

このため、泌乳形質や体型形質をバランスよく改良していく必要があり、独立行政法人家畜改良センターが実施
する遺伝的能力評価に基づく総合指数（ＮＴＰ）を基本とした改良を引き続き推進するものとする。

なお、ＮＴＰを構成する評価項目については、検証を行いつつ見直しを行う。

家畜改良増殖目標及び鶏の改良増殖目標（令和２年３月３１日）（抜粋）

肉用牛の改良増殖目標（抜粋）

（１）能力に関する改良目標

①産肉能力

生産コストの低減や効率的な牛肉生産の観点及び脂肪交雑の多い牛肉のみならず、牛肉に対する消費者の多
様なニーズの高まりに対応する観点から、脂肪交雑については現在の改良量を引き続き維持した上で、日齢枝
肉重量のほか、歩留基準値、ロース芯面積など肉量に関する形質や、食味に関連する不飽和脂肪酸（オレイン
酸等）などの向上に向けた種畜の選抜・利用を推進するものとする。

また、不飽和脂肪酸（オレイン酸等）のみならず、牛肉のアミノ酸量や締まり・きめ等、その他食味に関す
る科学的知見の更なる蓄積を進めるとともに、牛肉に関する新たな改良形質の検討を推進するものとする。

②繁殖性

繁殖形質に関するデータ収集等を推進し、的確な遺伝的能力評価に基づき、繁殖性に優れ、生涯生産性の高
い種畜の選抜を推進することにより、初産月齢の早期化や分娩間隔の短縮等を推進する。

③飼料利用性

生産コストの低減を一層推進する観点から、引き続き、日齢枝肉重量等の遺伝的能力の向上を図るとともに、
直接検定における余剰飼料摂取量と肥育牛における飼料利用性との関連性等も含め、種雄牛選抜における飼料
利用性に関する指標化を検討するものとする。
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豚の改良増殖目標（抜粋）

（１）能力に関する改良目標

国際化の進展等に対応した競争力のある豚肉生産を推進するため、純粋種豚の繁殖能力や肉質を含めた産肉能力
の向上を図り、特色ある豚肉の低コスト生産に向けた改良を推進するものとする。

採卵鶏の改良増殖目標（抜粋）

ウその他の能力に関する改良事項

（ア）卵質

生産・流通段階における破卵の発生の低減を図るための卵殻強度や消費者ニーズに応えた卵殻色、ハウユニッ
ト、肉斑・血斑の発生率等の改善のための改良を推進するものとする。

肉用鶏（ブロイラー）の改良増殖目標（抜粋）

ア飼料要求率

生産コストの削減を図るため、飼料要求率の改善に努めるものとし、その際には、増体の低下につながらないよ
う留意するものとする。

イ生産能力（出荷日齢）

飼料要求率の改善と増体を図ることにより、適正な出荷日齢（注２）に努めるものとする。

ウ育成率

飼養・衛生管理の改善と併せて、疾病等に対する遺伝的な抵抗性の付与により、育成率の向上に努めるものとす
る。
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畜産分野における取組

〇 農業新技術を導入する
・ 労働力不足が顕著な酪農・畜産分野では、搾乳ロボットや発情発見装置の実装を推進。
・ 酪農・畜産分野では、全国の生産関連情報を一元的にデータベースに集約し、データに基づく高度な経営アドバイスを提供
する体制の構築を推進。

繁殖管理の省力化

遠隔監視による発情・分娩検知自動給餌器・餌寄せロボット 自動搾乳ロボット・搾乳ユニット運搬装置

飼料給与の省力化 搾乳作業の省力化

ビッグデータ

個体識別情報

乳量・乳成分

疾病履歴

人工授精情報

生産関連情報デ
ー
タ
連
携
・共
有

最
新
機
械
の
普
及

〇 生産者が、「全国版畜産クラウド」を介し、経営改善に有用な情報をｽﾏｰﾄﾌｫﾝ等で簡単に見える仕組みを作る。

〇 民間クラウドも「全国版畜産クラウド」の情報を取り込めるよう、連携するシステムを作る。

《 2020までに今後更に進めること》

労
働
時
間
の
削
減
・生
産
性
の
向
上

全国版畜産クラウドシステム
による一元集約化

疾病の早期発見、予防
など高度な経営アドバイ
スを受けることが可能。

民間クラウド＋ＡＩ
最終的に目指す姿

平成30年３月７日 「未来投資会議構造改革徹底推進会合「地域経済・インフラ」会合（農林水産業）(第８回)」配布資料より抜粋

畜産ICTに関する政府の計画等

令和元年６月７日農林水産業・地域の活力創造本部（本部長：内閣総理大臣） 「農業新技術の現場実装推進プログラム」より抜粋
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主な協議会所属メンバー
農業・食品産業技術総合研究機構
（独）家畜改良センター
（独）農畜産業振興機構
（公社）中央畜産会
（公社）日本食肉格付協会
（公社）全国農業共済協会
（公社）全国和牛登録協会
（一社）全国肉用牛振興基金協会
（一社）日本草地畜産種子協会
（一社）日本ホルスタイン登録協会
（一社）家畜人工授精師協会
乳用牛群検定全国協議会
日本飼料工業会
（一社団）日本科学飼料協会
（公社）北海道酪農検定検査協会

データ集約と分析・指導

〇 全国的にデータを収集する「全国版畜産クラウド」を2018年から運用開始。今後機能の拡充、参加農家・団体の拡充を
図る方針。
〇 集めたビッグデータを用いて普及員・獣医師等による現場での経営指導が円滑に行えるような、データの分析手法等の
開発、アドバイザリー体制の整備が将来的に必要。

（支援者）
普及員、獣医師等

https://www.lcn00.liaj.jp/chikusan-cloud/

（生産者）

データベース

利用者登録

情報提供同意システム

全国版畜産クラウドシステム
事業実施主体（システム管理主体）

（一社）家畜改良事業団

全国版畜産クラウドシステム推進協議会

コ
ン
バ
ー
タ
ー

システム推進協議会メンバー
（生産者団体等）から生産関連情報共有【調整中】

・個体識別情報 【接続済】

・乳量・乳成分情報 【接続中】

・人工授精情報 【20年度一部接続予定】

・疾病履歴情報 等

WAGRIとの連携
・農地関連情報 等

ビッグ
データの
分析や
経営へ
の活用
【2019年～】

民間クラウド
データベース

民間クラウド
データベース

（生産者）

（生産者）

＜全国データベース構築＞
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ビックデータ
分析

情報の集約等による農家のメリット

〇 情報の集約により、牛の移動履歴や乳量・乳成分といった様々な情報の一元的利用が可能。
〇 複数農家の情報を集約・分析することで、各農家は類似飼養規模別・地域別といった単位との比較が可能となり、自らの
立ち位置を把握することで改善すべき点の分析も可能。

【課題】現在、情報を収集・活用するには
（１）各情報を所有する機器や団体等から個別に収集。
（２）紙媒体での情報もあり、分析等の活用が難しい。
（PCで閲覧可能でも複数アプリが必要 等）

（３）データの連動や比較による経営分析等が難しい。

牛の移動履歴

団体A 機械B 機械C 獣医師D 団体E

乳量・乳成分

人工授精 血統情報

（１）情報が一元化し、各情報の一括入手が可能に。
（２）データとしての入手が可能となり、情報の活用が容易に。
（３）様々なデータの比較検討により、経営分析等が容易に。
⇒ 農家単位・牛単位で生産性の向上へ寄与。

疾病履歴

情報の集約により

例）乳牛１頭当たり乳量：
‘12年度 9,010kg → 16年度 10,008kg

情報元

【事例】
デンマークではデータ集約・活用の効果もあり、生産性が向上

農家単位・牛単位で
生産性向上

情報の集約

分かりやすい助言

全国版
畜産クラウド

情報の接続

（現状）

（同時期の我が国は8,154kg→8,522kg）

6

https://portal.maffnet.go.jp/sites/keijiban0261/DocLib15/99-I-044.jpg
https://portal.maffnet.go.jp/sites/keijiban0261/DocLib15/99-I-143.jpg


7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



全国畜産縦断いきいきネットワーク事務局HPより

畜産における女性ネットワーク事例
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○畜産分野等の主な取組

薬剤耐性対策アクションプランの概要

➢ 生産者・獣医師等への普及啓発や獣医学部学生への教育を実施

➢ 薬剤耐性菌の監視・動向調査の強化

➢ 細菌感染症を予防する動物用ワクチンの開発支援

➢ 抗菌剤の使用を必要最小限とする指導等の取組を更に強化

➢ 養殖業者が抗菌剤を購入する際に、獣医師、魚類防疫員等の専門家の使用指導
書がないと養殖業者が抗菌剤を購入できない仕組みを導入

➢ 国際機関（OIE等）を通じたアジア地域における国際協力の推進

薬剤耐性対策アクションプラン（2016.4.5関係閣僚会議決定）

内容：WHOの国際行動計画を踏まえ、関係省庁・関係機関等がワンヘルス・アプローチの
視野に立ち、協働して５年間（2016～2020）に取り組むべき対策をまとめたもの

構成：次の６つの分野の目標ごとに、戦略や具体的な取組等を盛り込む
①普及啓発・教育 ②動向調査・監視 ③感染予防・管理
④適正使用 ⑤研究開発・創薬 ⑥国際協力
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参考資料２－１ 
 

1 

 

第１回 持続的な畜産物生産の在り方検討会 議事概要 

 

１．日 時：令和３年１月18日（月）14:00～17:00  

２．開催方法：Web開催  

３．議事概要  

 設置要領に基づき、互選により森田委員が座長として選出された。 

農林水産省生産局畜産部畜産企画課から資料４「持続的な畜産物生産の在り方に

ついて」を説明後、意見交換。主な意見は以下のとおり。  

（１）総論 

○ 環境負荷低減と畜産物の増産は喫緊の課題。特に肉用牛では増頭の取組を

バランスよく行う必要がある。地域ごとに酪肉近で示されている目安となる

頭数を目指しつつ、環境負荷低減に向けてどのような取組が必要かを検討し

ていくと現場は取組みやすいのではないか。 

○ 国際的な酪農事業の動向としては2015年にSDGsが設定された後、ロッテル

ダム宣言で酪農セクターとしてのコミットメントがなされており、世界の共

通課題に日本も取り組んでいくという状況になっている。持続可能性という

のは、家畜・環境・人に優しい、そういった視点であり、環境保全、食品衛

生、家畜衛生、薬剤耐性、労働安全と人権の尊重、アニマルウェルフェア等

を併せて検討する必要があるのではないか。 

○ SDGsの考えに畜産も対応していくことは喫緊の課題と感じており、社会に

必要とされる事業経営にすることが必要。他方、現場は日々の業務を回すこ

とに精一杯で、地球規模の環境問題や、持続的な発展ということに思いを至

らせる余裕がないのが実情。 

○ 加工販売を通して、女性のパート・スタッフも雇用することで、女性の雇

用維持に貢献できると感じている。 

○ 酪農は、指定団体制度の下に、乳業と相互依存関係がきわめて強く、ミル

クサプライチェーンの特徴として、酪農家、乳業メーカー、流通業者、消費

者、全ての構成メンバーの理解と協力が得られなければ、安定が図れず、持

続的でないということを理解してもらうことが必要。海外の先行事例では、

業界と政府が一体となり、SDGsについて取り組んでいることが、推進の力に

なっている。 

○ 酪農や畜産が本当に日本の中で循環しているのかというと言い難い点があ

ると感じる。世界的には食料増産と環境負荷を減らすためにヴィーガンや植

物性タンパク、昆虫食等に関心が寄せられる中で、牛を飼っていく意義をし
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っかりと説明し、理解を得る事が重要。 

○ ヨーロッパ等の有機の畜産・酪農を見てみると、低投入、粗放型に向かっ

ている。土地面積当たりの家畜数を減らして土地生産性を下げているが、労

働生産性や資本生産性を上げるという考え方の技術，経営の方向性がある。

大家畜では可能性があり、発想の転換が求められている。 

○ 我が国の畜産業は、これまで家畜の改良技術、飼料作物の生産技術、およ

び飼養管理技術などの向上とともに安定して発展し、土地資源を高度に活用

して安全な飼料作物を生産することを基本に、安心・安全な畜産物を国民に

供給しており、このことが我が国において畜産業を実施する意義であること

を国民、消費者に分かりやすく伝えることが重要。 

○ 持続的な畜産生産は農家が実施することであり、農家が続けていくために

は、楽しく、経営的にも満足して、社会から認められることが大事。動物の

健康を維持できるシステム、堆肥、認証制度による生産物の評価も大事。 

 

（２）新たな技術開発を含め、家畜改良、飼料、飼養管理で畜産の環境負荷軽減の

ために取り組むべきことについて 

○ 現場段階の取組を行いやすくするためにも、技術開発を加速化していく必

要がある。 

○ 家畜改良は生産者に受け入れられる形で進める必要があり、少ない飼料で

同量の畜産物が生産できるようになれば、それに伴う排せつ物は減少するこ

とから、環境負荷低減のためには飼料利用性の向上が重要。また、家畜改良

センター新冠牧場において、農研機構、東北大学等との共同研究で乳用牛の

メタン排出量を調査している。 

○ AIやICTを活用した海外の先進モデルの調査を行っているが、加速度セン

サーを用いた発情発見や、搾乳ロボットを用いた家畜の健康状態や生産性の

把握等、飼養管理の省力化・生産性向上の技術が注目されている。今まで以

上に適正な飼養管理が可能となることから、AIやIoTに関する技術開発、収

集したデータを活用する技術をより生産現場に取り入れていくことが重要。 

○ 市役所や小学校から出たシュレッダーゴミや近隣の食品工場からのコーヒ

ーかすを敷料に再利用しており、事業所も畜産農家もコストを削減できてい

る。ウィンウィンの関係で社会と繋がることが重要。 

 

（３）耕種農家のニーズにあった良質堆肥の生産やその広域流通を進める上で取り

組むべきことについて 

○ 堆肥は重要な資源だが、経済的価値は低い。適切な処理方法や温室効果ガ

スの排出抑制等の技術開発は進んでいるが、高齢化や労働力不足により技術
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が定着していない。切り返し等の堆肥処理の機械化、無人化や、ICT技術の

活用も必要だが、経済的価値に見合う低コスト化が必須。生産現場が、実装

しやすいように支援も必要。 

○ 戻し堆肥として繰り返し敷料に用いた堆肥は、塩類濃度が上昇し、園芸農

家が土壌改良資材として使えない場合がある。堆肥の広域流通に当たり、成

分測定が重要だが、加えて塩類濃度も表示すると安心して使えるので、こう

した要望に対応した規格化を進めてはどうか。 

○ 家畜排せつ物の地域的な偏在化について、根本問題は家畜飼養が地域的に

偏在化していることにある。地域の作物の輪作体系の中に飼料作物を取り入

れる等、地域の農業生産に畜産が必要な部門という農業の体系にしていくこ

とが大事。連作障害の回避に加え、センチュウ等の病害虫の抑制の観点から

畑作の輪作体系に飼料作物を組み込んでいる事例もある。地域の作物や輪作

の作付体系も技術開発として一層取り組むことが日本型畜産を進めることに

繋がるのではないか。 

○ 堆肥の広域流通のためには耕種サイドがハンドリングしやすく、肥料成分

が安定していることが大事。採卵鶏経営で、堆肥をペレット化し、肥料成分

を一定に調整して安定化させ、袋詰めして耕種農家に販売している事例があ

る。しかし、牛糞でのペレット化はコスト面で課題があり、技術開発などの

対応が必要。また、ロールベーラーを使い、堆肥を梱包する技術は農機メー

カーも関心を示しており、地域内流通に有用ではないか。 

○ 耕種サイドが作物によって求める堆肥の成分も異なることから、全て畜産

サイドで解決することは難しいので、耕種農家が自らのニーズに合わせて調

整堆肥を作ることも考えるべき。 

○ 畑や水田の土づくりには家畜排せつ物が不可欠と考え、農業振興を進めて

きた。都道府県段階でも堆肥は偏在化しており、耕種農家との連携をうまく

図っていくことが必要。耕種農家の減少により地域内で堆肥が売れなくなる

事例も出ており、広域流通を進めることは重要。 

○ 共同で堆肥センターを整備してきたが、老朽化が進んでいるため、ストッ

クマネジメント事業により、延命化を図っており、農家から好評を得てい

る。 

 

 （４）堆肥を活用した資源循環を進める上で取り組むべきことについて 

○ 国内では、畑作、水田、畜産と分かれている土地利用に、横串を通す必要

を感じている。ヨーロッパでは、飼料作物や牧草が作物のローテーションに

含まれており、国内でもそのような形態に持っていき、そうした畜産物が理

解され、国内で食料を生産することが評価される必要。 



4 

 

○ 化学肥料の低減が求められている中で、技術開発も必要だが、糞尿をきち

んと還元するためは耕種側の理解、インセンティブも必要であり、飼料作物

生産も一緒になって考えることが重要。 

○ 北海道・都府県ともに、適切な排せつ物処理は重要だが、高齢化等により

労働力確保が課題。コントラクターの効率化や堆肥の散布面積を大きくする

以外にも、近隣の酪農家の堆肥を遠隔地の圃場で利用できるシステムを作れ

ば、運搬時間節約、請負面積拡大に繋がるのではないか。 

○ 資源循環の中に畜産が位置付けられるという点で飼料米や稲WCSの生産拡

大は評価できるが、更に踏み込んで栄養価の高い飼料用とうもろこしの作付

けを推進することが必要。表作として飼料用とうもろこしを作付けるという

考え方も必要ではないか。そのためには、田畑輪換ができるような土地改良

も必要。稲作後の水田にすき込み、二毛作を行い、耕地面積当たりの生産性

を上げていくことは大事である。ヨーロッパと違い、日本は裏作ができるた

め、うまく活用し、どの程度の家畜当たりの土地面積が妥当なのかというこ

とも合わせて考えることが必要だと思う。 

 

（５）自給飼料の生産、放牧について 

○ 飼料自給率の向上については、都市近郊では土地の確保の点から難しい面

があるため、放牧が可能な地域では放牧に移行する際に支援して欲しい。 

○ 飼料生産基盤がしっかりしている地域と飼料生産基盤が伴わない地域を一

括りにできないと考えており、それぞれどのような問題があるのか共有しな

がら、持続的な在り方を検討することが必要。 

○ 農業者が高齢化で減っていく中、畜産農家が自給飼料生産に遊休農地を活

用する意欲や準備が必要。 

○ 環境負荷軽減を図るために、家畜飼養頭数に見合った自給飼料生産の農地

を確保していく必要があり、インセンティブを与える税制や助成といった支

援や、反対に自給飼料生産の面積が見合っていない経営については助成を行

わない等の措置も考えられるのではないか。 

○ 放牧は環境負荷軽減に大きく寄与する。資源循環や耕作放棄地の活用によ

る国土保全等の観点からも推奨される飼養管理方式。例えば、肉用牛繁殖牛

の放牧地の植生改善技術を確立し、越冬用粗飼料を確保することにより、肉

用牛繁殖牛には濃厚飼料を一切やらないというのも一案。 

 

（６）生産現場の努力・消費者の理解醸成について 

○ 持続的な畜産物生産を生産者が実施するにあたり、生産者は農業の中でな

ぜ畜産が必要なのかをしっかりと理解すべき。 
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○ これからの社会で、支持され、重要な産業という評価を得るためには環境

負荷等の社会的課題に取り組まなければならないこと、そうして生産された

農産物を消費者が支持し、選択される傾向が強まること、日本の酪農もそう

した方向に舵を切ることが必要であること、をしっかり生産者に理解してい

ただくことが重要。 

○ 都市近郊酪農家の日本酪農に貢献できる役割としては、酪農教育ファーム

等酪農理解醸成があると考える。地方と都市部の畜産農家で持続可能的な農

業の取組に対して役割分担が上手く出来れば、より特色のある酪農の未来に

活かせるのではないか。 

○ 酪農・畜産は人間が利用できない草資源を食料に変えており、飼料、牛、

堆肥という循環型のサイクルやエコフィードによる食品ロス削減等、地域循

環や地域農業に貢献。また、耕種農業が困難な山間地等、条件不利な地域で

生産や林間放牧による土地利用、荒廃農地の有効活用、景観の維持、農村地

域の振興にも貢献。そして、女性や障害者の活躍の場や、子供たちの教育の

場として、活用できるといった意義がある。こうした酪農・畜産の意義を消

費者に伝えていくことが必要ではないか。また、改善すべき点は、まず改善

しようという努力を行っている点を見える化し、定量的に取り組みを示すこ

とが消費者の理解を得る上で、重要ではないか。 

○ 消費者の理解醸成については、資源循環で生産された畜産物を購入しよう

とする動機づけが必要。意識の高い消費者に対しては、資源循環、温暖化防

止、アニマルウェルフェアは訴求項目となるが、一般消費者に対しては、健

康にいい、あるいは、美味しさが訴求項目になる。放牧畜産基準認証制度等

を普及していきたい。 

○ 消費者に資源循環で健康な牛を育てているといっても、実際に牛舎に入っ

て、見た牛が不健康に見えれば消費者の理解を得るのは難しい。健康に育っ

た家畜から、畜産物が生産されることが消費者に伝わっていく仕組みを考え

るべき。アニマルウェルフェアの概念も出しながら、健康で安全安心な畜産

物を消費者に理解してもらう仕組みが必要。 

○ 持続性はGAPの重要なテーマであり、JGAPは第３者の認証により取組の信

頼性を担保するだけでなく、生産物へのマーク貼付も可能としている。この

ように生産者の取組をGAP認証は「見える化」することができ、これを通じ

て生産者と流通、消費者を繋ぎ、生産現場の評価に繋がるものと認識。 

 

（７）有機畜産について 

○ 生産者が取り組む上で様々な課題がある。また消費者アンケート調査で

は、有機に関心があると答えても実際に購入しているわけではないという結
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果もあり、消費者側の価格志向は断然強いといった課題もある。しかし、国

内外で有機農業やアニマルウェルフェアに対する関心は確実に高まってお

り、こういった方向性に応えることは非常に重要。 

○ 有機畜産は、有機農産物（耕種作目）と違い、川中・川下の事業者の協力

なくして進まない。つまり，バリューサプライチェーンを作らないと実現で

きないが、それ故，オーガニックや地域条件に適った多様な畜産物供給の可

能性がある。例えば、放牧をすると脂肪分が少なくなり、酪農では低脂肪

乳、肉牛では赤身肉となるが，それもふまえてアピールすることがこれから

の畜産の多様性，可能性ではないか。 

○ 有機畜産では、ヨーロッパではそれに適した家畜改良もおこなわれてお

り、大きな鍵を握っている。 

○ 化学農薬や化学肥料に頼らずに環境負荷をできるだけ低くして作られたの

が有機農産物であるが、日本の有機畜産は、生産コストが上がり、販売価格

も高くなる。海外の有機畜産では、低投入、すなわち粗放型の畜産に向かっ

ており、EUは生産段階での手厚い支援があるため、一般に近い価格で消費者

が購入できる。有機畜産物の普及を図るためには、土地生産性を下げつつも

収入を確保する技術や経営手法の確立や消費者が購入しやすい価格にする必

要があるのではないか。 

 

ー以上ー 
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第２回 持続的な畜産物生産の在り方検討会 議事概要 

 

１．日 時：令和３年３月31日（水）13:15～15:15  

２．開催方法：Web開催  

３．議事概要  

 農林水産省生産局畜産部畜産企画課から資料３「持続的な畜産物生産の在り方検討

会の中間とりまとめ（案）の骨子」を説明後、意見交換。主な意見は以下のとおり。  

 

○ 家畜排せつ物の利用を地域内で完結できていない。地域内での進め方や、地域内

で利用しきれない堆肥はどうするか等が課題。解決方策として、堆肥の高品質化・

ペレット化や、輸出も含め、遠い地域への流通を進めていくための方策を国全体で

検討していかなければいけない。 

〇 堆肥をうまく利用していくには、畜産業界だけでなく、耕種部門も含めた農業全

体での取組が必要。 

〇 技術開発・研究の項目では、早急に堆肥の生産技術・流通システムの開発が必要

だと感じている。 

〇 有機畜産は進めようにも難しいと畜産関係者から話が出ている。しかし、今後、

10年後、20年後を見据えた畜産の在り方としては必要だと思う。 

〇 持続的な畜産物生産の在り方を考えると、生産現場で有効に利用できる技術が重

要。AI、ICTを利用した飼養管理の省力化・精密化は非常に有効な手段の一つであ

り、生産者が利用しやすいシステムの開発・普及が重要になってくる。 

〇 放牧や放し飼いをしないとアニマルウェルフェアにならないと考える消費者が多

いのも現状。適正な飼養管理を行うこともアニマルウェルフェアであるという基本

的な考え方を、生産者だけではなく消費者にも理解いただけるような取組を進めて

いくことが重要。 

〇 持続的な畜産物生産のためには、牧草地面積と牛の飼養頭数のバランスが取れた

経営への支援が重要になる。そのために、例えば、補助事業において、増頭１頭あ

たりの飼料作物作付面積の拡大を要件とし、その拡大面積は、現状の畜種別・地域

別の飼料作物作付面積以上とするのはどうか。また、環境負荷軽減型酪農経営支援

事業に肉用牛経営を追加するか、同様な事業を肉用牛経営でも実施するのはどう

か。 

〇 放牧の推進について、具体的な生産段階の取組み内容が不明確。①飼料自給率
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100％の放牧経営、周年親子放牧、放牧地に搾乳施設を設置した牧場等の地域条件

に適した日本型放牧のモデル経営の確立、②放牧のＩＴ技術の活用に当たり、特に

電波の届かないエリアの克服対策やGPS装置のコストダウン、③放牧地の家畜飲水

施設の整備（特に、自動飲水供給システムによる省力化）、④林地等を放牧地とし

て活用する場合の雑木の伐採等に対して支援が必要。また、放牧を推進するために

は、耕作放棄地の所有者不明土地の利用権設定を簡易に行えるようにすることも必

要。 

〇 有機畜産の普及に当たっては、有機飼料の生産が非常に重要。全国に有機畜産モ

デル地区を募集し、問題点の洗い出しと克服を目指すための補助事業を仕組み、有

機畜産を全国展開していくのはどうか。 

〇 放牧推進は、省力化だけでなく、燃料、電気などのエネルギー削減効果もあり、

温室効果ガス削減に貢献する。また、飼料用米だけでなく、稲ＷＣＳの作付けも推

進すべき。 

〇 家畜改良を行う上では、血統や遺伝子のデータと、産肉性や乳量などの生産性に

関するデータを結びつけて相関分析を行うことで、効率的な家畜改良ができるの

で、畜産クラウドなどのデータを効率的に収集するICT活用の取組をさらに推進す

べき。例えばカナダだと、現場の獣医の診療データと血統データを相関させ疾病抵

抗性の改良に取り入れている。日本では、獣医療のデータを第三者に提供するのは

守秘義務との関係がありハードルが高いと思うが、活用できれば家畜改良がより進

められる。 

○ 家畜改良センターは、自身では温暖化対応などの基礎的な研究を行うための機材

や研究者などのリソースがないが、数多くの家畜を飼養しているという強みを生か

して、研究機関に試験の場を提供することで協力し、持続的な畜産の推進に絡んで

いきたい。 

〇 具体的な取組を消費者、生産者に浸透させるためには、ハード面だけでなく、ソ

フト面を充実させることも必要。畜産農家の女性がチームを組んで力を発揮してい

るので、連携して前向きな取組を進めるべき。 

〇 畜産経営の労働力不足は今後も続くので、AI活用や機械化を進めるのは有効な手

段。機械化が進むほど、うまく使える方もいるが、知見のある高齢の方が困ってし

まうこともある。一方で、若い方は省力的に管理できるならば取り組みたいとい

う、両極端に分かれているとの意見を聞く。単に効率化・AIの活用を推進するので

はなく、生産者とのコミュニケーションを保ちながら対応することが必要。 
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〇 堆肥の輸出という新たな視点で踏み込んだことは重要。日本の畜産は輸入飼料に

頼らせざるを得ない面があるので、窒素循環としてグローバルな視点での資源循環

に取り組むことにつながる。その際、堆肥を運搬しやすくする技術開発として、ペ

レット化を進めることが必要。また肥料の品質の確保等に関する法律の改正によ

り、堆肥と化学肥料に関する規制が緩和され、より付加価値の高い肥料を作れる可

能性が広がった。 

〇 飼養衛生管理基準の徹底や農場HACCPの推進などの家畜衛生の視点を充実させ、

項目として大きく取り上げるべき。鳥インフルエンザや豚熱等で多くの家畜が殺処

分されており、疾病を防ぐことは、大規模ロス発生を防ぎ持続的な畜産物生産につ

ながる。 

〇 国内対策として水際での伝染病侵入防止があるが、研究開発としてワクチンの開

発も重要。アフリカ豚熱やEBLワクチンが開発されれば、グローバルな視点でも貢

献できる。 

〇 「安全・安心な畜産物」という表現は、安心は個人の受け止め方となるため、

「安全な畜産物」とした方が適切。 

〇 機械化・省力化について、AI、ICT技術は有効な手段だが、家畜には個体差があ

り、全て同じように管理できる訳ではない。搾乳ロボット、発情発見装置、分娩監

視装置などのAI、ICT技術の活用に併せて、そうした技術に適合できるよう育種を

進めるべき。例えば、搾乳ロボットに適合しない牛や発情発見装置に反応しづらい

牛や装置を付けられない牛もいる。 

〇 ビックデータはぜひ進めてほしい。例えば、ビックデータに牛群検定結果が自動

的に蓄積され、獣医が特定の畜産農家に対して、リモート診断できるようなところ

まで進めてほしい。例えば、牛群データから繁殖成績に利用出来るようにすべき。 

〇 良質な堆肥や取り扱いやすい堆肥をつくり、広域流通を進めるという点につい

て、農地面積が減少している現状で広域流通では堆肥問題を十分解決できない。基

本的には地域内流通・販売に根を据えて、余剰分を広域流通することになる。その

ためには、全国の堆肥センターで運搬や散布まで行うところは約半数なので、堆肥

センターが単に良質な堆肥を作るだけではなく、流通・販売の役割も担い、堆肥の

地域内流通の促進・広域化に貢献するという機能を明確化すべき。 

〇 GAPは、食品安全、家畜衛生、環境保全、労働安全、人権の尊重、アニマルウェ

ルフェアと持続的農業のいわばパッケージである。有機畜産のように徹底した内容

ではないが、一方で有機畜産にはない、持続的畜産物生産の殆ど全ての要素が含ま
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れており、高いバランスで実現できる現実的かつ総合的なものである。GAPの取組

が総合的に持続的な畜産物生産につながることをもう少し明確にすべき。 

〇 「労働安全、人権の尊重やアニマルウェルフェアについてはGAPによる取り組み

を促進している」(15p)とあるが、GAPは食品衛生、家畜衛生、環境保全も当然含ん

でいるため、それらを総合した取組としてGAPを推進していると記載すべき。ま

た、GAP実施農場に対し、みどりの食料システム戦略中間報告に取り上げられてい

るクロスコンプライアンス要件の充実などによる政策的な誘導も検討いただきた

い。 

〇 消費者の理解醸成のみならず、流通・小売からのGAP支持も広がってきており、

さらに浸透させていくことが重要。GAPへの評価が広がることにより、持続的な畜

産物生産への評価も同時に広がっていくと考える。 

〇 畜産を取り巻く社会状況として、SDGsやEUのファームtoフォーク戦略などで大胆

な目標設定をしている。農林水産省もみどりの食料システム戦略を打ち出し、目標

設定をしている。こうした中で、畜産はどうすべきかという大きな方向性が見えに

くい。大きな方向性としては、畜産も土地に結びついた生産システムにしていくこ

とであり、持続的な畜産物生産の在り方の検討でもそうした方向を示すことが重

要。 

〇 堆肥の広域流通が大事という意見には反対で、むしろ土地に還元していく畜産が

求められている。 

〇 ヨーロッパやアメリカの有機畜産経営では、何か特別なことやハードルが高いこ

とを行っている訳ではない。低位安定と言うと語弊があるかもしれないが、安定生

産・低コスト生産を行っており、そこには経営の合理性もある。 

〇 アニマルウェルフェア基準は全ての畜産経営が取り組むことになると思うが、有

機畜産やGAPは任意の取組である。全ての畜産経営が取り組む義務的基準や規制

と、付加価値・ハイレベルな任意基準の畜産に誘導する推進策は、制度設計として

違うものになる。 

〇 有機畜産物を購入する消費者がいない、価格が高いといわれるが、需要が全くな

い訳ではなく、むしろマッチングの問題が大きいのではないか。有機や高いレベル

のアニマルウェルフェア基準に関心をもつ生産者と消費者は少なからずいるはずで

あり、「Farm」と「Fork」をつなぐ中間事業者の役割が大きくなっている。 

○ 現在、2050年を目指して、家畜に代わるたんぱく質源として昆虫の利用が活発に

議論されている。畜産の枠組みだけの議論とせず、広い視野で家畜の必要性につい
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て検討すべきと考える。 

〇 堆肥の広域流通は、SDGsにおける輸送コストや輸送によるCO2排出の観点から難し

いのではないか。地域内の耕種農家による堆肥利用と併せて、耕種農家に飼料作物

を生産してもらう仕組づくりが重要。還元できる土地を増やすため、飼料作物もロ

ーテーションにいれる仕組が必要。 

〇 GAPなど認証制度は多いが、どの制度を利用したらよいか分からないという生産

者の声を聞く。国際認証に打ち勝てる制度があれば、生産者、消費者、メーカーが

利用しやすいので、一本化や持続的な畜産物生産に対する認証を示すと使いやす

い。 

〇 地域で、畜産と他の産業で複合的に人材流通させ多様な人材を受け入れる地域に

人を呼び込むようなワーケーションシステムづくりが必要。 

〇 なぜ畜産・酪農が必要なのか、明記した方がいい。植物性由来の食品の方が環境

に優しいとして、それを志向する消費者が増えているという情勢を踏まえて、畜産

物を摂取することの重要性、すなわち健康でバランスの取れた日本型食生活には植

物性食品と動物性食品をバランスよく組み入れることが重要であり、畜産物が欠か

せないという点を明確にすべき。 

〇 畜産・酪農は、農地・土地・地域の守り手である。単なる動物性タンパク質の供

給だけでなく、食品加工・製造販売などの関連産業とともに、地域の社会・経済を

支えているという側面があるという点を明確にすべき。 

〇 家畜衛生や薬剤使用の低減はやらなければならないし、アニマルウェルフェア自

体が生産性向上につながるため、全ての経営が取り組むべき事項。一方、GAPは経

営の取組を見える化するものであり、位置づけが異なるので、並列に扱うべきでは

ない。 

〇 消費者庁では、エシカル消費の普及啓発を行っている。また政府として「ビジネ

スと人権に関する行動計画」を昨年10月に策定していることから、ディーセントワ

ーク、人権の保護促進、女性の活躍について、もう少し踏み込んでほしい。生産現

場は、外国人技能実習生に支えられている面もあるので、その点も踏まえて整理し

てほしい。 

〇 飼料給与(6p)について。脂肪酸カルシウムの給与は、コストアップの他、風味異

常の原因になる場合があるので、配慮しつつ活用することが必要なことも明記すべ

き。またパーム油などは、森林破壊の観点から国際的に問題になっている点も注意

する必要がある。関連して、乳脂肪の取引基準の見直しも、検討課題ではないか。 
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〇 飼養管理の向上による疾病予防、繁殖障害の改善などを図り、生涯乳量を増やせ

ば、GHGガス排出削減にも有効。また、多頭飼育による余剰糞尿の環境汚染を防止

しながら、地域全体として自然循環型食料システムに貢献できることを強調すべ

き。 

○ 土壌中の窒素固定に関連した堆肥・肥料の製造技術の視点や、酪農家・乳業工場

でも太陽光パネルを設置し、化石燃料の低減に貢献しようという動きがあるので、

自然再生エネルギーの積極的な活用による化石燃料の低減という視点も記載すべ

き。  

〇 畜産・酪農は、畜種、飼養管理形態、地域条件などによって多様な経営があり、

持続性の視点には多様な取組が必要という点も踏まえて整理すべき。また、推進の

方向が生産・流通段階、研究段階で整理されているが、地域住民、研究者、行政、

生産者組織など幅広いステークホルダーの協力が不可欠であり、点での取組を面へ

と広げる具体的な推進方策が必要。 

○ 本検討会では数値目標を作るのか。 

〇 酪農現場の意識は、毎日の作業で精いっぱいで、SDGsなどの時代的な潮流は認識

しているが、自分ができることはないと感じている。地球温暖化やSDGsなど国際的

な目標の達成のために、畜産農家が事業を通して国際的な課題にどう貢献していく

かという意識を醸成することが必要であり、現場の人材育成が重要。解決策とし

て、生産者が経営者として成長できる場、一般的なビジネススクールに奨学生とし

て参加できるような研修制度をつくるとよいと思う。 

〇 農業分野は労働基本法の一部適用外で、外国人技能実習生が使い捨てのようなブ

ラックな現場もある。経営者の意識改革でもあるが、現場の健全性がなければ、

SDGsを目指しているといえない。 

〇 アニマルウェルフェアは生産性向上と相反するものではない。例えば、牛のエネ

ルギー充足に注力することで、繁殖成績向上や疾病にかかる頭数の減少により廃棄

乳量が減るので、生産性は向上する。アニマルウェルフェアは生産性向上と一致す

るものだし、土地が限られている日本では生産性を追い求めていかないと、消費者

にとって買いやすい畜産物価格を維持できない。生産性向上を手放してアニマルウ

ェルフェアを目指すのではなく、生産性向上を追求するためにアニマルウェルフェ

アを実施する意識が重要。 

〇 堆肥の輸出は賛成。日本の畜産は輸入飼料依存型なので、グローバルな視点で見

ると、日本へ運ぶ窒素の量が多いことになり、窒素を堆肥として輸出するのは窒素
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循環として自然だと思う。 

〇 本とりまとめの骨子の入口として、畜産物生産の在り方について大きな方向性の

提示が必要であり、温室効果ガス削減という視点だけではなく、有畜農業がなぜ重

要なのか示すべき。 

〇 技術を羅列すると、地域ごとに選択が必要になるので、地域性や経営者の能力が

重要になる。バランスを取った技術利用とその支援が必要。 

〇 畜産も土地に根ざした産業であるということを全面に出すのが、持続的な畜産物

生産としての政策提言となる。 

 

ー以上ー 
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